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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ナビゲーション装置による改善された車線案内
方法を提供する。
【解決手段】車線速度プロファイルは、多車線道路区間
の複数の個別の車線の各々に対して判定される。複数の
個別の車線は、所定の移動方向に対する車線である。車
線速度プロファイルは、実時間車両プローブデータを使
用して判定される。速度プロファイルは、車線変更する
命令をナビゲーション装置のユーザに提供するタイミン
グを判定するために使用される。タイミングは、道路区
間の少なくとも一部を通る最も迅速な経路を提供するか
、ユーザが車線変更するのに使用可能な時間を長くする
か、あるいはユーザが車線に影響を及ぼす事象を最も迅
速に通過できるようにすると判定されてもよい。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動の所定の方向に対する車線である、多車線道路区間の複数の個別の車線の各々に対
する車線速度情報を判定することと、
　前記ナビゲーション装置のユーザに車線選択命令を提供するタイミングを判定するため
に前記車線速度情報を使用することと、
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記車線速度情報は、実時間データを使用して少なくとも部分的に判定されることを特
徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記各車線に対する前記車線速度情報を判定するために車両プローブデータを使用する
ことを備えることを特徴とする請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　各車線に対する前記車線速度情報は、各車線に対する車線速度プロファイルを含むこと
を特徴とする請求項１、２又は３記載の方法。
【請求項５】
　前記２つの車線間の速度差プロファイルを判定するために前記複数の車線の異なる２つ
の車線に対する車線プロファイルの形式の車線速度情報を使用することと、前記タイミン
グを判定するために前記速度差プロファイルを使用することとを更に備えることを特徴と
する請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記車線選択命令は車線変更命令であり、前記タイミングを判定するために少なくとも
現在の車線及び前記ユーザが変更しようとする車線に関連する車線速度情報、並びに好ま
しくはあらゆる中間車線に対する車線速度情報を使用することを備えることを特徴とする
請求項１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記車線選択命令を提供する前記タイミングを判定するために前記ユーザの現在の位置
の前方の前記道路区間の少なくとも一部に関連する車線速度情報を使用することを備える
ことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記道路区間は、移動の各方向に少なくとも３つの車線を有する道路の区間、あるいは
道路工事、頻繁に事故が起こる場所、前記道路への出口又は入口、道路の分岐、別の道路
の車線との道路の合流、インターチェンジ又は交差点あるいは頻繁に渋滞する道路の区間
を含むかあるいはそれらに近傍する道路区間の１つ以上であることを特徴とする請求項１
から７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　移動の前記所定の方向の前記道路区間の各車線及び好ましくは移動の各方向の各車線に
対する車線速度情報を判定することを備えることを特徴とする請求項１から８のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記車線選択命令は車線変更する命令であることを特徴とする請求項１から９のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記車線選択は目的地までの所定の経路に従うのに必要な車線選択であり、前記車線選
択命令は出口を出る命令であることが好ましいことを特徴とする請求項１から１０のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記車線選択は、前記ユーザが１つ以上の車線に影響を及ぼす事象を通過できるように
する車線選択であることを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項１３】
　前記車線選択は、前記道路区間の少なくとも一部を通る最も迅速な経路を提供すると判
定される車線選択であることを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記車線命令の前記タイミングは、前記道路区間の少なくとも一部を通る最も迅速な経
路を提供するか、ユーザが車線変更するのに使用可能な時間を長くするか、あるいは１つ
以上の車線に影響を及ぼす事象を通過した最も迅速な判定された経路の少なくとも一部を
提供すると判定されることを特徴とする請求項１から１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　移動の同一の所定の方向に対する車線である多車線道路区間の複数の個別の車線の各々
に対する車線速度情報を判定する手段と、
　ナビゲーション装置のユーザに車線選択命令を提供するタイミングを判定するために前
記車線速度情報を使用する手段と、
　を備えることを特徴とするシステム。
【請求項１６】
　前記判定ステップを実行する中央制御器を備えることを特徴とする請求項１５記載のシ
ステム。
【請求項１７】
　ナビゲーション装置を操作する方法であって、
　前記ナビゲーション装置が、車線選択命令をユーザに提供するタイミングを判定するた
めに多車線道路区間の同一の所定の方向に複数の個別の車線の各々に対する車線速度情報
を使用する工程を備えることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　車線選択命令をユーザに提供するタイミングを判定するために多車線道路区間の同一の
所定の方向の複数の個別の車線の各々に対する車線速度情報を使用するステップを実行す
るように構成されることを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項１９】
　前記ナビゲーション装置は、ポータブルナビゲーション装置（ＰＮＤ）であるか、ある
いは一体型ナビゲーションシステムの一部を形成することを特徴とする請求項１から１４
又は１７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ナビゲーション装置は、ポータブルナビゲーション装置（ＰＮＤ）であるか、ある
いは一体型ナビゲーションシステムの一部を形成することを特徴とする請求項１５又は１
８記載のシステム又は装置。
【請求項２１】
　請求項１から１４又は１７のいずれか１項に記載の方法を実行するために実行可能なコ
ンピュータ可読命令を含むことを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車線レベル案内をナビゲーション装置のユーザに提供する方法及びシステム
に関する。本発明の例示的な実施形態は、ポータブルナビゲーション装置（いわゆるＰＮ
Ｄ）、特に全地球測位システム（ＧＰＳ）信号受信／処理機能性を含むＰＮＤ、並びにそ
のような装置を含むシステム及び方法に関する。本発明は、例えば車両搭載型のナビゲー
ションシステムである一体型ナビゲーションシステムの一部を形成するナビゲーション装
置、並びにそのような装置を使用するシステム及び方法に更に適用可能である。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、車線レベル案内をナビゲーション装置のユーザに提供する方法及びシステム
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に関する。装置は、上述し且つ以下に更に詳細に説明する何らかの適切な形態であっても
よい。装置の１つの例示的な実施形態は、ポータブルナビゲーション装置である。ＧＰＳ
（全地球測位システム）信号受信／処理機能性を含むポータブルナビゲーション装置（Ｐ
ＮＤ）は周知であり、車両搭載型のナビゲーションシステム又は他の車両ナビゲーション
システムとして広く採用される。
【０００３】
　一般に、最近のＰＮＤは、プロセッサと、メモリ（揮発性及び不揮発性の少なくとも一
方であり、通常は双方）と、前記メモリ内に格納された地図データとを含む。プロセッサ
及びメモリは協働して、ソフトウェアオペレーティングシステムが確立されてもよい実行
環境を提供する。更に、ＰＮＤの機能性を制御可能にするため及び種々の他の機能を提供
するために１つ以上の追加のソフトウェアプログラムが提供されることは一般的である。
【０００４】
　通常、これらの装置は、ユーザが装置と対話し且つ装置を制御できるようにする１つ以
上の入力インタフェースと、情報がユーザに中継されるようにしてもよい１つ以上の出力
インタフェースとを更に備える。出力インタフェースの例は、表示装置及び可聴出力用ス
ピーカを含む。入力インタフェースの例は、装置のオン／オフ動作又は他の特徴を制御す
るための１つ以上の物理ボタン（これらのボタンは、必ずしも装置自体に存在する必要は
なく、装置が車両に組み込まれる場合はステアリングホイール上に存在してよい）及びユ
ーザの音声を検出するためのマイクを含む。特に好適な構成において、出力インタフェー
スディスプレイは、ユーザが触れることにより装置を操作できるようにする入力インタフ
ェースを更に提供するためにタッチセンシティブディスプレイとして（例えば、タッチセ
ンシティブオーバーレイにより）構成されてもよい。
【０００５】
　また、この種の装置は、装置との間で電力及びオプションとしてデータ信号を送受信可
能にする１つ以上の物理コネクタインタフェースと、オプションとして、セルラ通信、並
びに例えばＷｉ－Ｆｉ及びＷｉ－ＭａｘＧＳＭ（登録商標）等である他の信号及びデータ
ネットワークを介する通信を可能にする１つ以上の無線送信機／受信機とを備えることが
多い。
【０００６】
　この種のＰＮＤ装置はＧＰＳアンテナを更に含み、これにより場所データを含む衛星放
送信号が受信可能であり、その後装置の現在地を判定するために処理可能である。
【０００７】
　ＰＮＤ装置は、現在の角加速度及び直線加速度、更にはＧＰＳ信号から導出された場所
情報と関連して装置及び装置が搭載されている車両の速度及び相対変位を判定するために
処理可能な信号を生成する電子ジャイロスコープ及び加速度計を更に備えてもよい。通常
、そのような特徴を車両搭載型のナビゲーションシステムに提供するのが最も一般的であ
るが、ＰＮＤ装置に提供されてもよいのが好都合な場合はそのようにしてもよい。
【０００８】
　そのようなＰＮＤの有用性は、第１の場所（通常は出発地又は現在地）と第２の場所（
通常は目的地）との間の経路を判定する機能において主に示される。これらの場所は、例
えば郵便番号、道路名及び番地、事前に格納された「既知の」目的地（有名な場所、市営
の場所（運動場又は水泳プール等）又は他の地点情報等）、並びにお気に入りの目的地又
は最近訪問した目的地である種々の異なる方法のうちのいずれかによって、装置のユーザ
により入力可能である。
【０００９】
　通常、ＰＮＤは、地図データから出発地の住所の場所と目的地の住所の場所との間の「
最善」又は「最適」な経路を計算することがソフトウェアにより可能になる。「最善」又
は「最適」な経路は所定の基準に基づいて判定され、必ずしも最速又は最短の経路である
必要はない。運転者を案内する経路の選択は非常に高度であってよく、選択された経路は
、既存の交通道路情報、予測された交通道路情報、動的に及び／又は無線で受信された交
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通道路情報、道路速度に関する履歴情報、並びに道路選択を判定する要因に対する運転者
自身の好み（例えば運転者は、経路が高速自動車道路又は有料道路を含むべきではないと
指定してもよい）を考慮してもよい。
【００１０】
　更に装置は、道路及び交通状況を継続的に監視し、且つ状況変化によりとられる残りの
移動に対して経路を変更するように提案又は選択してもよい。種々の技術（例えば、移動
電話データ交換、固定カメラ、ＧＰＳフリートトラッキング）に基づくリアルタイム交通
監視システムは、交通遅滞を識別し且つ通知システムに情報を供給するために使用されて
いる。
【００１１】
　この種のＰＮＤは、通常は車両のダッシュボード又はフロントガラスに搭載されてもよ
いが、車両のラジオの内蔵コンピュータの一部又は実際は車両自体の制御システムの一部
として形成されてもよい。ナビゲーション装置は、ＰＤＡ（ポータブルデジタルアシスタ
ント）メディアプレーヤ又は移動電話等のハンドヘルドシステムの一部であってもよく、
その場合、ハンドヘルドシステムの標準的な機能性は、経路の計算及び計算された経路に
沿うナビゲーションの双方を実行するために装置にソフトウェアをインストールすること
により拡張される。
【００１２】
　経路計画／ナビゲーション機能性は、適切なソフトウェアを実行するデスクトップ又は
移動演算リソースにより提供されてもよい。例えば、Ｒｏｙａｌ　Ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅ
　Ｃｌｕｂ（ＲＡＣ）は、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒａｃ．ｃｏ．ｕｋにおいてオンライ
ン経路計画／ナビゲーション機能を提供する。この機能により、ユーザは出発地及び目的
地を入力でき、その結果、ユーザのＰＣが接続されるサーバは経路（この経路全般に関し
てはユーザが指定してもよい）を計算し、地図を生成し、選択された出発地から選択され
た目的地にユーザを案内するための全ナビゲーション命令の集合を生成する。この機能は
、計算された経路の疑似３次元レンダリングと、ユーザが経路に沿って移動することをシ
ミュレートすることにより計算された経路のプレビューをユーザに提供する経路プレビュ
ー機能性とを更に提供する。
【００１３】
　ＰＮＤの場合、経路が計算されると、ユーザはナビゲーション装置と対話し、オプショ
ンとして、提案された経路のリストから計算された所望の経路を選択する。オプションと
して、ユーザは、例えば特定の移動に対してある特定の経路、道路、場所又は基準が回避
されるべきであるか又は必須であると指定することにより、経路選択処理を仲介又は誘導
してもよい。ＰＮＤの経路計算の側面は１つの主要な機能を形成し、そのような経路に沿
うナビゲーションは別の主要な機能である。
【００１４】
　計算された経路に沿うナビゲーション中、そのようなＰＮＤが、選択された経路に沿っ
てその経路の終点、すなわち所望の目的地にユーザを案内するための視覚命令及び／又は
可聴命令を提供することは一般的である。また、ＰＮＤがナビゲーション中に地図情報を
画面上に表示することも一般的であり、そのような情報は、表示される地図情報が装置の
現在地を示し、従って装置が車両ナビゲーションに使用されている場合はユーザ又はユー
ザの車両の現在地を示すように、画面上で定期的に更新される。
【００１５】
　画面上に表示されるアイコンは、通常は装置の現在地を示し、装置の現在地の近傍の現
在の道路及び周辺の道路の地図情報、並びに同様に表示されている他の地図の特徴と共に
中央に配置される。更にナビゲーション情報は、オプションとして、表示された地図情報
の上方、下方又は片側のステータスバーに表示されてもよい。ナビゲーション情報の例は
、ユーザが走行する必要のある現在の道路から次の進路変更までの距離を含み、その進路
変更の特性は、例えば左折又は右折で特定の種類の進路変更を示す更なるアイコンにより
示される。ナビゲーション機能は、経路に沿ってユーザを案内できる可聴命令の内容、継
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続時間及びタイミングを更に判定する。理解されるように、「１００ｍ先で左折」等の単
純な命令は膨大な処理及び解析を必要とする。上述のように、装置とのユーザ対話はタッ
チスクリーンにより行われてもよく、それに加えて又はその代わりに、ステアリングコラ
ムリモコン、音声起動又は他の何らかの適切な方法により行われてもよい。
【００１６】
　装置により提供される更なる重要な機能は、ユーザがナビゲーション中に事前に計算さ
れた経路から外れる（誤って又は故意に）場合、別の経路がより適切であるとリアルタイ
ムの交通状況が示し且つ装置がそのような状況を適切に自動認識できる場合、あるいはユ
ーザが何らかの理由で能動的に装置に経路の再計算を実行させる場合における自動経路再
計算である。
【００１７】
　上述のように、ユーザが定義した基準で経路を計算できることも既知である。例えばユ
ーザは、景色のよい経路が装置により計算されることを好み、あるいは交通渋滞が発生す
る可能性が高いか、予想されるか又は現在発生しているあらゆる道路を回避することを要
求する場合がある。その場合、装置のソフトウェアは種々の経路を計算し、例えば景色が
美しい所としてタグ付けされた地点情報（ＰＯＩとして知られる）を経路に沿って最も多
く含む経路をより有利に重み付けするか、あるいは特定の道路で発生しやすい交通状況を
示す格納された情報を使用することにより、起こる可能性のある渋滞又はそれによる遅滞
のレベルに関して計算された経路を順序付けする。他のＰＯＩ及び交通情報を使用する経
路計算及びナビゲーション基準も可能である。
【００１８】
　経路計算機能及びナビゲーション機能はＰＮＤの総合的な実用性の基本になるものであ
るが、装置を単に情報表示、すなわち「フリードライビング」のために使用することが可
能である。この場合、装置の現在地に関連する地図情報のみが表示され、経路は計算され
ておらず、ナビゲーションは現時点で装置により実行されていない。そのような動作モー
ドは、ユーザが移動時に使用するのが望ましい経路を既に認識しており且つナビゲーショ
ン支援を必要としない場合に適用可能であることが多い。
【００１９】
　例えばＴｏｍＴｏｍ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂ．Ｖ．により製造及び供給され
るＧＯ　９５０　ＬＩＶＥモデルである上述の種類の装置は、ユーザが１つの位置から別
の位置へナビゲートできるようにする信頼性の高い手段を提供する。
【００２０】
　ナビゲーションシステムは、経路案内及び交通情報を提供するのに非常に有用であるが
、本出願人は、車線レベル案内をナビゲーション装置のユーザに提供することに関連した
更なる改善が望ましいことを認識している。ナビゲーションシステムは、所定の道路区間
、特にインターチェンジの領域に存在する車線の数に関する情報を提供してもよく、どれ
が所定の目的地に対して適切な車線であるかに関する案内をユーザに提供してもよい。し
かし、提供される情報は、所定の目的地に対する適切な出口車線に関する情報に限定され
る。本出願人は、運転者が特定の出口又は入口等の特定の経路に従う必要のある場合以外
にも車線変更することが多いことに気が付いている。例えば運転者は、交通渋滞の領域に
おいて別の車線がより空いていると感じる場合があり、そのため車線変更をする。運転者
が繰り返し車線変更することは交通の流れ全体にとって望ましくなく、且つそのような挙
動により危険な状況が生じる危険性及び運転者のストレスレベルが増加する可能性がある
ことが知られている。運転者は、例えば車線に多くのトラックがいるためにその車線が他
の車線より混雑していることに気が付くと間もなく、明らかにより空いている車線に移る
だろう。
【００２１】
　本発明は、ナビゲーション装置を介して改善された車線レベル案内を提供する課題に関
する。
【発明の概要】
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【００２２】
　本発明の第１の態様によると、
　移動の同一の所定の方向に対する車線である多車線道路区間の複数の個別の車線の各々
に対する車線速度情報を判定することと、
　ナビゲーション装置のユーザに車線選択命令を提供するタイミングを判定するために車
線速度情報を使用することとを備える方法が提供される。
【００２３】
　本発明の第２の態様によると、
　移動の同一の所定の方向に対する車線である多車線道路区間の複数の個別の車線の各々
に対する車線速度情報を判定する手段と、
　ナビゲーション装置のユーザに車線選択命令を提供するタイミングを判定するために車
線速度情報を使用する手段とを備えるシステムが提供される。
【００２４】
　本明細書において明示的な指定のない限り、本発明のシステムは、説明される方法ステ
ップのいずれかを実行する手段を備えてもよく、方法は、システムが実行するように構成
されると示されるステップのいずれかを実行することを備えてもよい。いずれかのステッ
プを実行する「手段」を備えるシステム又は装置を参照することは、ステップを実行する
１つ以上のプロセッサの集合があることを参照することにより置換されてもよい。従って
、あらゆるステップは、１つ以上のプロセッサの集合を使用して実行されてもよい。
【００２５】
　従って、本発明は、車線選択に関する命令をナビゲーション装置のユーザに提供するタ
イミングを判定するために車線速度情報が使用される方法及びシステムに関する。
【００２６】
　本明細書において使用されるように、「車線」は、道路の車道が所定の方向に線引きさ
れる縞のうちの１つを示す。車線は、単一の列の車両により使用されることを意図する車
道の一部である。
【００２７】
　車線速度情報はあらゆる種類のものであってもよい。車線速度情報は、複数の車線の各
々の長さに沿う方向の交通の流れの速度に関係する。従って、車線速度は車線交通速度で
ある。車線速度は、車線に沿う交通の縦方向の速度に関係する。車線速度情報は、複数の
車線の各々に対して判定され、所定の車線に特有である。本発明によると、車線速度情報
は、複数の同一方向の車線、すなわち道路区間の同一の車道に属する車線の各々に対して
判定される。
【００２８】
　車線速度情報は、あらゆる方法で且つあらゆる形式のデータを使用して判定されてもよ
い。実施形態において、各車線に対する車線速度情報は、車線に沿う複数の個別の車両の
各々の動きに関連するデータを使用して判定される。データは交通データである。データ
は、車両速度を直接又は間接的に判定できるデータであってもよい。データは、車両速度
データ又は車両速度データを導出できるようにするデータであってもよい。例えばデータ
は、時間に対する車両の位置に関連するデータであってもよい。
【００２９】
　車線に対する車線速度情報は、センサデータを使用して判定されることが好ましい。デ
ータは、従来の交通センサから取得されてもよい。例えば車線速度情報は、カメラ、ルー
プ等により検知されたデータから導出されてもよい。センサデータは、固定のセンサを使
用して取得されたデータを使用して導出されてもよい。
【００３０】
　車線速度情報は、好適な実施形態において車両プローブデータの少なくとも一部を使用
して判定され、いくつかの実施形態において車両プローブデータのみを使用して判定され
る。当然、車線速度情報は、車両プローブと、車両プローブデータ及び固定のセンサデー
タ等の他のデータとの組合せを使用して判定されてもよい。
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【００３１】
　特に指示のない限り、本明細書において「プローブデータ」を参照することは、いずれ
の場合も車両プローブデータを参照することである。本明細書において使用されるように
、「車両プローブデータ」という用語は、当該技術分野において従来通りの意味である。
車両プローブデータは、個々の車両と関連付けられたプローブ装置から取得されたデータ
を示す。従って、個々の車両は交通センサとして動作する。プローブ装置は、異なる時間
における位置を判定し且つ異なる時間における位置に関する情報を中央制御器に提供でき
る装置である。例えばプローブ装置は、異なる時間中にタイムスタンプにより位置を中央
制御器にアップロードしてもよい。このように、中央制御器は、装置が走行するパスの「
追跡」を取得するために使用されてもよい異なる時間におけるプローブ装置に対する位置
データを提供される。従って、実施形態において、中央制御器は、プローブ車両と関連付
けられた複数のプローブ装置の各々に対する個々の位置追跡を収集する。一般に位置デー
タは、装置に対するＧＰＳ位置データである。例えばいくつかのシステムにおいて、プロ
ーブ装置の位置は、タイムスタンプにより５秒毎に中央制御器にアップロードされてもよ
い。
【００３２】
　本発明によると、プローブデータは、車両速度を判定できるようにするデータを含む。
データは、速度データと、あるいは速度データ、すなわちＧＰＳ又はＧＳＭ（登録商標）
の位置データ等の位置データを導出するために使用されてもよいデータと、時間データと
を含んでもよい。そのようなデータは、車両と関連付けられたあらゆる種類のプローブ装
置、例えば特定の位置センサを備えた車両、車両に配置されたスタンドアロンナビゲーシ
ョン装置又は内臓のナビゲーション装置、あるいは位置センサとして動作できる車両の乗
員の移動電話等の車両に配置された移動通信装置から、あるいは車両速度を取得するため
に直接又は間接的に使用されてもよいデータを提供するセンサとして動作してもよい他の
あらゆる永続的又は一時的な車両に基づく装置を使用して取得されてもよい。
【００３３】
　好適な実施形態において、プローブデータは、プローブ装置から取得した時間及び位置
のデータを含む。時間及び位置のデータは、プローブ装置に対するプローブ追跡の形式で
あってもよい。データは、中央制御器により受信されることが好ましい。プローブ装置は
、あらゆる方法で位置及び時間の情報を中央制御器に提供してもよい。装置は、位置及び
時間の情報を自動的且つ周期的に判定して中央制御器にアップロードしてもよい。例えば
位置情報は、異なる時間中にタイムスタンプによりアップロードされてもよい。これらの
構成において、装置は、実時間で情報をアップロードしてもよい。すなわち例えば無線通
信手段を介して現在の時間に対する位置情報を中央制御器に周期的に提供してもよい。あ
るいは装置は、情報をローカルに格納し、ある間隔で、又は例えば中央制御器の要求時に
、又はユーザの介入時にリモート中央制御器にアップロードしてもよい。いくつかの構成
において、プローブ装置は、例えばコンピュータに接続される場合又は車両が充電場所に
ある場合等の中央制御器に適切に接続される場合にのみ位置情報を格納して中央制御器に
アップロードできる。アップロードは、自動的に又はユーザの介入がある場合にのみ行わ
れてもよい。これらの構成において、データは、タイムスタンプにより異なる時間におい
てアップロードされてもよい。これにより、中央制御器がプローブ追跡を判定できるよう
になる。従って、実施形態において、システムは中央制御器を備える。
【００３４】
　いくつかの好適な実施形態において、車線に対する車線速度情報を判定するステップは
、車線に対する車線速度プロファイルを判定することを含む。車線速度情報又は車線速度
プロファイルを判定するステップは、中央制御器により実行されることが好ましい。中央
制御器は、車線速度の情報又はプロファイルを判定するステップのいずれかを実行するよ
うに構成されてもよい。
【００３５】
　本明細書において使用されるような「車線速度プロファイル」は、道路区間に対する車
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線に沿う方向の交通の流れの速度に対するプロファイルを示す。従って、車線速度プロフ
ァイルは車線交通速度プロファイルである。車線速度プロファイルは、車線に沿う交通の
縦方向の速度に関連するプロファイルである。各車線速度プロファイルは、道路区間の少
なくとも一部又は道路区間の全長にわたる車線の長さに関係することが理解されるだろう
。従って、速度プロファイルが例えば出口の存在に依存して車線に影響を及ぼす入口等に
関連する車線の長さにわたり変動する一般的な速度を反映できるように、車線に沿う交通
の流れの一般的な速度は、当該車線の長さにわたり変動してもよい。従って、速度プロフ
ァイルは、車線の長さに沿う距離に対する速度のプロファイルであってもよい。車線速度
プロファイルが判定される車線は、それらの長さに沿って少なくとも部分的に同一の広が
りを有することが好ましい。
【００３６】
　車線速度プロファイルが判定される実施形態において、方法は、車線速度プロファイル
を判定するために車線プローブデータを使用することを備えることが好ましい。いくつか
の実施形態において、方法は、車線速度プロファイルを判定するように処理するために車
両プローブデータを取得することを更に備え、車両プローブデータを収集することを備え
ることが好ましい。システムは、そのように実行する手段を備えてもよい。例えば中央制
御器は、そのようなステップを実行するように構成されてもよい。しかし、車両プローブ
データはあらゆる方法で取得されてもよい。例えば、データは、別の目的のために収集及
び格納されているデータであってもよく、本発明の方法は、既に収集されているデータを
処理することを備えてもよい。
【００３７】
　方法は、車線速度プロファイルを判定するために処理する中央制御器において車両プロ
ーブデータを収集することを備えてもよく、システムは、処理するためにデータを収集す
る中央制御器を備えてもよい。プローブデータは、収集のために個々の車両から中央制御
器等に送信されてもよい。データは、中央制御器に直接又は間接的に送信されてもよい。
例えばデータは、局所制御器において収集され、且つ他の局所制御器からのデータと共に
処理するために中央制御器に転送されてもよい。従って、いくつかの実施形態において、
車線速度プロファイルを取得するために車両プローブデータを使用するステップは、中央
制御器、例えばそれらの１つ以上のプロセッサの集合により実行される。しかし、他の方
法で、例えばローカルナビゲーション装置又は適切な処理能力を有する個々のナビゲーシ
ョン装置により、あるいはナビゲーション装置と、中央制御器又は他のあらゆる装置との
組合せにより、車線速度プロファイルを判定するようにデータを収集且つ／あるいは処理
できると同等に考えられる。
【００３８】
　方法は、車線速度プロファイルを判定するために使用される車線プローブデータを格納
することを更に備えてもよい。データは中央制御器により格納されてもよい。車両プロー
ブデータは、ローカルに又は車線速度プロファイルを判定するプロセッサに対してリモー
トで格納されてもよい。データの処理及び／又は格納は、多数の場所において行われても
よいことが理解されるだろう。
【００３９】
　実施形態において、方法は、車線速度プロファイルを取得するために各車線に沿う複数
の個別の車両の各々の動きに関連するプローブ車両データを使用することを備え、システ
ムはそのように実行する手段を備える。各車線速度プロファイルを判定するために使用さ
れた車両プローブデータは、所定の車線に対する全体的な交通速度を判定するために使用
されてもよいデータを含む。データは、所定の車線に沿う複数の個別の車両の動きに関連
する。従って、データは、個々の車両に対する車線レベル縦方向の速度データであっても
よく、あるいはそのようなデータを判定できるようにする。車両プローブデータは、各車
線に沿って移動する複数の個別の車両の各々に対する速度データ又は各車線に沿って移動
する複数の個別の車両の各々に対する速度データを判定できるようにするデータを含んで
もよい。従って、データは、個々の車両に対する速度データを直接又は間接的に判定でき
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るようにする。例えばプローブデータは、速度データ又は時間に対する個々の車両の各々
の位置に関連するデータを含んでもよい。プローブポイント及び関連する時間は、プロー
ブ車両の移動の速度を判定するために使用されてもよい。いくつかの実施形態において、
車両プローブデータは、車線速度プロファイルが時間に対して判定される各車線に沿って
移動する個々の車両のＧＰＳ位置等の位置を表す位置追跡、すなわち縦方向の車両プロー
ブ追跡を含む。
【００４０】
　所定の車線における車両に関連するプローブデータ等のデータのみが車線に対する車線
速度プロファイルを判定するために使用されることが理解されるだろう。従って、各車線
速度プロファイルは、単一の車線においてのみ車両速度に関連するプローブデータを使用
して判定される。
【００４１】
　車線速度プロファイルは、道路レベルにおける速度プロファイル、すなわち非車線レベ
ル速度プロファイルを判定するために使用されたものと同様の技術を使用して導出されて
もよい。例えば、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｍａｃｈｉｎｅ　ｆｏｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｉ
ｎｇ　Ｍａｐ　Ｄａｔａ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｄｅ
ｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ　ａ　Ｒｏｕｔｅ　ｕｓｉｎｇ　Ｍａｐ　Ｄ
ａｔａ」とする本出願人が同時継続出願中の国際公開ＷＯ第２００９／０５３４０５号Ａ
１パンフレットにおいて、いくつかの方法を説明する。
【００４２】
　本発明の技術は、移動の少なくとも所定の方向の道路区間の車線構造の知識を必要とし
てもよいことが理解されるだろう。車線構造情報は、道路区間における車線の数及び／又
は各車線に対する車線幅を含んでもよい。車線構造情報はあらゆる方法で取得されてもよ
い。例えば、既存の車線レベル地図データが使用されてもよい。車線レベルデジタル地図
データは、特定の目的地に到達するための車線選択に関する案内を道路ユーザに提供する
ために既に使用されている。
【００４３】
　車線プローブデータを使用して車線速度プロファイルが判定される実施形態において、
車線速度プロファイルを判定するステップは、車両プローブデータが関連する車線を判定
することを含んでもよく、システムはそのように実行する手段を備えてもよい。方法は、
車線速度プロファイルが判定される各車線に車両プローブデータを割り当てることを備え
てもよい。例えば実施形態において、一方向又は双方向に道路区間に沿って移動する全て
の車両に関連する車両プローブ情報が収集されてもよい。所定の方向の道路区間の所定の
車線に対する速度プロファイルを判定するために、最初に対象の車線における車両に関連
するデータを判定する必要があってもよい。
【００４４】
　これは、道路区間に対する車線構造情報、すなわち道路区間における車線の位置に関す
る情報を使用して実行されてもよい。道路区間の車線構造を示すデータは容易に入手可能
であり、プローブ車両データは、車両が移動している車線を判定できるようにする正確度
で車両の位置を示せることが分かっている。あるいは、車両プローブデータ自体は、道路
区間の幅方向のプローブ追跡の分散を考慮することにより、車線構造情報を判定するため
に使用されてもよい。
【００４５】
　実施形態のいずれかにおける本発明によると、方法は、車線に対する車線速度プロファ
イルを取得するように車線に沿う複数の個別の車両の各々の速度に関連するデータを集約
することを更に備えてもよく、システムはそのようなステップを実行する手段を備える。
速度データは、プローブデータ又はプローブデータを使用して導出されたデータであって
もよい。データはあらゆる方法で平均化されてもよい。
【００４６】
　実施形態において、個々の車両プローブ追跡は、例えば同一の車線に関連する追跡のク
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ラスタを判定することで共に処理されてもよい。「クラスタ」という用語は、各々が１つ
以上の点において類似する部分集合への観察の母集団の割り当てを示す。例えばこの状況
において、追跡のクラスタは、最低密度を有する観察又は観察のグループ化の空間相関性
等の空間類似性を共有する。従って、いくつかの実施形態において、方法は、同一の車線
における車両に関連する車両プローブ追跡のクラスタを判定することと、車線に対する車
線速度プロファイルを判定するために車両プローブ追跡のクラスタを使用することとを備
える。クラスタリングは、プローブ車両の速度及び／又は道路の幅方向の位置を参照する
ことによるものであってもよい。
【００４７】
　本発明によると、車線速度情報は、実時間データ又は履歴データ、あるいはそれらの組
合せを使用して判定されてもよいことが理解されるだろう。実施形態において、車線速度
情報は実時間車線速度情報である。従って、車線速度情報は、実時間データを少なくとも
部分的に使用して且ついくつかの実施形態においては実時間データのみを使用して判定さ
れることが好ましい。「実時間」は、車線命令のタイミングを判定するためにデータが使
用される現在の時間に対応する時間又は現在の時間の狭い範囲内の時間においてデータが
交通速度に関連することを意味する。データの取得することと車線案内命令を提供するた
めにそのデータを使用することとの間には、車線命令が与えられる時の現在の状況をデー
タが正確に反映しない場合があるような何らかの遅延がある可能性があるが、データは、
車線選択命令を受信する場合にナビゲーション装置のユーザが遭遇する交通状況にタイミ
ングが関連すると判定される時間に十分に近接する時間における交通状況に関連すべきで
ある。履歴データは、車線における実時間交通速度を反映しないデータであるが、過去の
交通の流れに関連するデータに基づいている。履歴データは、例えば所定の時刻に対して
予測される車線速度を提供するために使用されてもよい。
【００４８】
　車線速度情報が車線速度プロファイルを含むいくつかの好適な実施形態において、車線
速度プロファイルは実時間車線速度プロファイルである。他の実施形態において、車線速
度プロファイルは履歴車線速度プロファイルである。これらの実施形態のいずれかにおい
て、車線速度プロファイルは、車線プローブデータを使用して判定されることが好ましい
。システム、例えばシステムの中央制御器は、１つ以上のプロセッサの集合等のそのよう
な車線速度プロファイルを判定する手段を備えてもよい。
【００４９】
　実施形態のいずれかにおける本発明によると、車線速度情報を判定するステップは、車
線速度情報を導出することを含んでもよく、あるいは既に導出されている車線速度情報を
取得することを含んでもよい。後者の選択肢は、特に、履歴車線速度情報を使用する実施
形態に適用可能である。方法は、各車線に沿う車両の動きに関連するデータを収集するこ
とと、各車線に対する車線速度情報を判定するためにデータを使用することとを備えても
よい。他の実施形態において、車線速度情報を判定するステップは、履歴車線速度情報か
ら車線速度情報を取得することを含んでもよい。方法は、格納された履歴車線速度情報の
中から車線速度情報を選択することを備えてもよい。
【００５０】
　車線速度情報が履歴車線速度情報であるいくつかの実施形態において、所定の車線に対
する車線速度情報を判定する方法は、車線に対する履歴車線速度プロファイル等の履歴車
線速度情報を判定することを含んでもよい。このステップは、中央制御器により実行され
てもよい。これは、格納された履歴車線速度情報から履歴車線速度情報を選択することで
実行されてもよい。車線速度情報が履歴車線速度プロファイルである実施形態において、
車線に対する履歴車線速度プロファイルは、車線に沿う交通の移動の一般的な速度に対す
るプロファイルを提供してもよい。一般に車線速度は、時間、特に時刻に依存する。好適
な実施形態において、判定された各車線に対する履歴速度プロファイルは所定の時間に特
有である。所定の時間は、特定の時間又は周期等の時間範囲であってもよい。方法は、現
在の時間等の関連する時間に対する履歴車線速度プロファイルを選択することを備えても
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よい。所定の時間は時刻であることが好ましい。あるいは又は更に、車線速度プロファイ
ルは、例えば週の時間、月の時間、日の部分、曜日、年の週、季節、時間範囲、日範囲、
分範囲、特定の時間等の他の特定の時間に対して取得されてもよいことが理解されるだろ
う。
【００５１】
　複数の履歴車線速度プロファイルは、種々の所定の時間に関連する各車線に対して格納
されてもよく、且つ方法は、種々の所定の時間、好ましくは時刻に対して格納された複数
の履歴車線速度プロファイルの中から履歴車線速度プロファイルを選択することを備えて
もよいことが理解されるだろう。そのようなステップは中央制御器により実行されてもよ
い。これらは、例えば履歴車線速度プロファイルを判定するために所定の時間において車
線に沿って移動する車両に関連するデータを使用することで実行されてもよい。対象の特
定の時間範囲の間の車線に対する平均速度プロファイルは、時間範囲にわたり車線に対す
る個々の車両速度データを集約することで取得されてもよい。
【００５２】
　いくつかの実施形態において、方法は、各車線に対する履歴車線速度プロファイルを導
出するステップと、車線速度情報を提供するために履歴車線速度プロファイルを使用する
ステップとに更に適用されてもよい。履歴車線速度プロファイルは、上述の方法のいずれ
かで判定されてもよい。実施形態において、複数の履歴車線速度プロファイルは、複数の
異なる時間、好ましくは時刻に特有である各車線に対して導出される。これらのステップ
は、中央制御器がある場合にはそれにより実行されてもよい。
【００５３】
　実施形態のいずれかによると、方法は、移動の所定の方向の道路区間の各車線に対する
車線速度情報を判定することを備えてもよく、システムはそのようなステップを実行する
手段を備える。実施形態において、方法は、移動の方向毎に移動の同一の方向を有する道
路区間の複数の車線に対する、好ましくは移動の各方向の各車線に対する車線速度情報を
導出することを備えてもよく、システムはそのように実行する手段を備える。
【００５４】
　複数の車線のうちの各車線及びあらゆる追加の車線に対する車線速度情報は、上記の車
線速度情報を判定する実施形態のいずれかに関連して説明された方法で判定されてもよい
。従って、上記の技術は、複数の車線のうちの各車線に対する車線速度情報を判定するこ
とに適用可能である。当然、異なる車線に対する車線速度情報は異なる方法で取得されて
もよい。
【００５５】
　道路区間は、移動の少なくとも１つの方向に多数の車線を含む道路のいずれかの部分で
あってもよい。道路区間は、道路の全長又は道路の長さの一部であってよい。例えば道路
区間は、第１のインターチェンジと第２のインターチェンジとの間の区間であってよい。
道路区間は、道路区間の全長又は一部のみに沿う多数の車線を含み、且つ移動の一方向又
は双方向に多数の車線を含んでもよい。いくつかの実施形態において、道路区間は、道路
区間の長さに沿って一方向又は双方向に少なくとも２つ、好ましくは少なくとも３つの車
線を有する道路の区間である。そのような道路は高速自動車道路であってもよい。一般に
車線構造情報は、そのような道路に対してより容易に使用可能である。しかし、区間は、
１つ又は複数の当該区間以外の多数の車道を有さない道路の区間であってもよいことが理
解されるだろう。いくつかの実施形態において、道路区間は、インターチェンジ又は交差
点の領域における道路区間である。
【００５６】
　本発明は、道路の全長にわたり車線案内を提供するために使用可能であるが、例えば渋
滞が問題となると認識される場所、車線配列が複雑な場所、インターチェンジ、出口の近
傍等の特定の道路区間において車線案内を提供することに特に適用可能である。道路区間
は、単に一時的に問題となる区間、例えば道路工事の領域における道路区間であってもよ
い。道路区間は、常に又は車線案内が提供される時間にのみこれらの基準内であってもよ
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い。本発明の技術を特定の道路区間における車線案内に適用することは、以下に説明され
る方法で適用される場合に利点を提供できる有用な車線レベル案内を判定することと、処
理能力を保持することとの間の均衡を提供してもよい。１つ又は複数の道路区間は、ナビ
ゲーション装置が車線案内をユーザに提供できるのが望ましい道路区間として選択されて
もよい。
【００５７】
　いくつかの実施形態において、道路区間は、少なくとも車線案内が提供される時間にお
いていつも渋滞していると考えられる可能性のある道路区間である。渋滞している道路区
間のあらゆる定義が使用されてもよい。いくつかの実施形態において、道路区間は、少な
くとも車線案内が提供される期間中、交通の流れの速度が道路区間に対する理論上の最高
速度の所定の閾値をいつも下回ることが分かっている道路区間である。例えば閾値は、所
定の時間において道路区間に対する理論上の最高速度の５０％であってもよい。道路区間
の渋滞のレベルは、全体として道路に対するあらゆる種類の交通の流れの情報又は移動の
少なくとも所定の方向を使用して評価されてもよい。このような交通の流れの情報は、車
線レベル情報である必要はない。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、道路区間は、移動の各方向に少なくとも３つの車線を有
する道路の区間、あるいは道路工事、頻繁に事故が起こる場所、道路への出口又は入口、
交差点又はインターチェンジ、別の道路の車線との合流、道路の分岐あるいは頻繁に渋滞
する道路の区間のうちの１つ以上を含むかあるいはそれらに近傍する道路区間のうちの１
つ以上である。そのような候補は例示にすぎず、本発明の方法は、理由のいかんにかかわ
らず改善された車線案内を提供するのに有用であると考えられるあらゆる所望の道路区間
に適用されてもよい。道路区間は、単一の道路のみの区間を含む道路区間である必要はな
い。道路区間は、例えばインターチェンジ等において交わる道路の部分を含む２つ以上の
道路の区間を含んでもよい。本発明の方法は、所定の時間において対象である道路区間に
おいて車線案内を提供するように動的に適用可能であってもよいと考えられる。
【００５９】
　道路区間の複数の個別の車線は異なる車線である。いくつかの実施形態において、方法
は、複数の車線の異なる２つの車線間の速度差プロファイルを判定するために２つの車線
に関連する車線速度プロファイルの形式の車線速度情報を使用することを更に備える。そ
のようなステップは中央制御器により実行されてもよい。いくつかの実施形態において、
方法は、車線案内を提供するために車線速度差プロファイルを使用することを更に備え、
システムはそのように実行する手段を備える。２つの車線は隣接する車線であることが好
ましい。ステップは、複数の車線の車線のあらゆる対に対して繰り返されてもよく、車線
速度情報が判定される複数の車線は３つ以上の車線を含む。
【００６０】
　本発明の方法は、車線選択に関する命令をナビゲーション装置のユーザに提供するため
に車線速度情報を使用することを備え、システムはそのように実行する手段を備える。命
令はナビゲーション装置を介して提供される。ナビゲーション装置は移動ナビゲーション
装置である。実施形態において、ナビゲーション装置は車両に配置される。ユーザは、道
路区間を移動する、すなわち道路区間において現在の位置を有するユーザであってもよい
。ナビゲーション装置の現在地はユーザの現在地に対応する。車線案内は、道路区間にお
いて行われる車線選択に関連することが好ましい。しかし、車線選択は、ユーザ又はナビ
ゲーション装置が道路区間を通過する前あるいは通過した後に行われる選択であってよい
と考えられる。同様に、車線選択命令は、ユーザが道路区間を移動する時、すなわちナビ
ゲーション装置が道路区間を通過する時にユーザに提供されることが好ましい。しかし、
車線選択命令は、ユーザが道路区間を通過する前又は通過した後に提供されてよい。これ
らの状況においても、本発明が道路区間における交通状況として大いに役立つことは、例
えば、ユーザが道路区間を越えて移動するまで車線変更を延期すること又は交通量が多い
場合等には逆に道路区間に入る前に車線変更することがより効率的であることを意味する
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。システムはナビゲーション装置を備えてもよい。
【００６１】
　車線選択命令は、ナビゲーション装置を介してユーザに提供される。ナビゲーション装
置は、車線速度情報、車線選択命令及び車線選択命令を提供するタイミングのうちのいず
れか又は全てを判定する手段又は１つ以上のプロセッサの集合を備えてもよい。しかし、
好適な実施形態において、少なくとも車線速度情報を判定するステップは、ナビゲーショ
ン装置から遠く離れて、好ましくは中央制御器により実行されてもよい。実施形態におい
て、方法は、車線速度情報をナビゲーション装置に提供するステップ、例えば情報をナビ
ゲーション装置に送信するステップを備える。情報は中央制御器から送信されてもよい。
中央制御器は情報を更に判定してもよい。これにより、ナビゲーション装置に対する処理
負荷を軽減できる。ナビゲーション装置は、車線選択命令を提供するタイミングを判定す
るために車線速度情報を使用してもよく、且つ／あるいは車線選択命令を判定してもよい
。他の構成において、車線選択命令及び／又は命令を提供するタイミングは、ナビゲーシ
ョン装置と中央制御器との組合せにより判定されてもよい。他の実施形態において、車線
速度情報及び命令をユーザに提供するタイミングを判定するステップは、共に装置から遠
く離れて実行されてもよい。あらゆる適切な構成が使用されてもよい。
【００６２】
　方法は、命令をユーザに提供するタイミングを判定するために車線速度情報を使用し且
つ命令をユーザに提供するナビゲーション装置を備えてもよい。いくつかの実施形態にお
いて、方法は、車線速度情報を受信し且つ車線案内をユーザに提供するために車線速度情
報を使用するナビゲーション装置を備える。方法は、車線速度情報をナビゲーション装置
に送信することを更に備えてもよい。他の実施形態において、ナビゲーション装置は車線
速度情報を判定できる。システムは、そのように構成されたナビゲーション装置を備えて
もよい。更に他の実施形態において、車線速度情報は、ナビゲーション装置と中央制御器
との組合せにより判定可能であり、オプションとして更なる装置を使用することを含んで
もよい。
【００６３】
　本発明の更なる態様によると、ナビゲーション装置を操作する方法であって、
　車線選択命令をユーザに提供するタイミングを判定するために多車線道路区間の同一の
所定の方向に複数の個別の車線の各々に対する車線速度情報を使用するナビゲーション装
置を備える方法が提供される。
【００６４】
　本発明の更なる態様によると、
　車線選択命令をユーザに提供するタイミングを判定するために多車線道路区間の同一の
所定の方向に複数の個別の車線の各々に対する車線速度情報を使用するステップを実行す
るように構成されるナビゲーション装置がある。
【００６５】
　従って、本発明のこれらの更なる態様において、装置は、車線速度情報を受信してもよ
く、あるいは上述したように車線速度情報を判定してもよい。本発明の更なる態様のいず
れかは、本発明の他のあらゆる態様及び実施形態に関連して説明する本発明の特徴のいず
れか又は全てが互いに一致するような程度までそれらを含んでもよいことが理解されるだ
ろう。
【００６６】
　態様のいずれかにおける本発明によると、方法は、少なくとも１つの車線選択命令をユ
ーザに提供することを備える。各命令は、車線変更するかあるいは現在の車線を維持する
ユーザに対する命令を含んでもよい。方法は、一連の車線選択命令をユーザに提供するこ
とを備えてもよい。
【００６７】
　車線選択命令が車線変更命令である実施形態において、車線選択命令は、明示的な車線
変更命令であってもよく、あるいは黙示的に車線変更を必要とする特定の出口を出る等の
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より一般的な経路命令であってもよいことが理解されるだろう。例えば、ユーザが変更す
る必要のある車線は、自身が現在走行している道路への出口であってもよく、最終的に異
なる道路の一部になってもよい。従って、次の出口を出るユーザに対する命令は、出口車
線に変更することを含む。
【００６８】
　車線選択命令が車線変更する命令である実施形態において、車線速度情報は、少なくと
も移動の現在の車線及びユーザが変更するように命令される車線に対して判定されること
が好ましい。実施形態において、車線速度情報は、あらゆる中間車線に対して更に判定さ
れる。好適な実施形態において、車線速度情報は、移動の所定の方向の各車線に対して判
定される。そのような車線速度情報は、車線選択命令のタイミングを判定するために使用
されてもよい。
【００６９】
　車線速度情報は、少なくともユーザの現在の位置の前にある各車線の一部に関連するこ
とが好ましい。従って、システムは、車線選択命令を提供するタイミングを判定する前に
道路における車線速度、すなわち交通の流れの率を考慮してもよい。方法は、車線選択命
令を提供するタイミングを判定するためにユーザの現在の位置の前の道路区間の一部に関
連する車線速度情報を使用することを備えることが好ましい。
【００７０】
　車線選択は、道路区間又はその一部を通る所定の経路に従うことを必要とされた車線選
択であってもよい。所定の経路は、ナビゲーション装置により計算された経路であっても
よい。目的地は道路区間を越えた目的地であってもよい。例えば、目的地までの所定の経
路に従うために、ユーザは、道路区間を通過し且つ目的地に到達するために特定の出口を
出る必要があってもよく、あるいはインターチェンジを通過する必要があってもよい。経
路は、ナビゲーション装置がユーザを案内しているナビゲーション装置により計算された
経路であってもよい。実施形態において、道路区間の少なくとも一部は、ナビゲーション
装置によりユーザが案内されている計算された経路に含まれ、車線選択は、ユーザが道路
区間の少なくとも一部を通る経路に従う必要のある車線選択である。いくつかの実施形態
において、方法は、ナビゲーション装置のユーザが案内される第１の場所と第２の場所と
の間の道路区間の少なくとも一部を含む経路を計算することを備えてもよく、車線選択は
、ユーザが道路区間を通る経路に従う必要のある車線選択である。ナビゲーション装置は
、経路を計算するステップを実行してもよい。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、車線選択命令は、ユーザが道路区間又はその少なくとも
一部を可能な限り迅速に通過できるようにする命令であってもよい。車線選択命令に対し
て判定されたタイミングは、結果として道路区間を最も迅速に移動すると判定されるタイ
ミングであってもよい。例えば命令は、区間を通るより速い車線速度を有する車線に移動
するかあるいは現在の車線により長く留まるようにユーザに入力指示してもよい。現在の
車線を維持する命令は、ユーザによる不必要なあるいは過剰な車線変更を回避するために
できるだけ早い機会に提供されてもよい。車線選択命令は、道路区間又はその一部を通る
最も迅速な経路を提供するために必要な一連の車線選択命令のうちの１つであってもよい
。
【００７２】
　いくつかの実施形態において、車線案内命令は出口車線を走行する命令である。出口車
線は、インターチェンジ又は交差点からの出口車線であってよい。
【００７３】
　本発明によると、方法は、車線選択に関する命令をユーザに提供するタイミングを判定
することを備える。従って、システムは、車線を変更又は維持するようにユーザに命令す
る時を判定するために道路区間の車線に対する車線速度情報を考慮する。所定の車線選択
に関する多数の命令がユーザに提供されてもよいことが理解されるだろう。そのような場
合、方法は、少なくとも車線選択に関する第１の命令をユーザに提供するタイミングを判
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定するために車線速度情報を使用することを備える。
【００７４】
　いくつかの実施形態において、方法は、車線変更する命令である車線選択命令を提供す
ることを備えてもよく、ユーザが車線変更する時間を長くする車線選択命令を提供するタ
イミングを判定することを備える。これが適切であってもよい種々の状況がある。方法は
、普通なら判定された車線速度情報に応答して提供されるはずの命令より早く車線変更命
令を提供することを備えてもよい。タイミングは、操作するのに使用可能な時間を最大限
にしてもよい。例えば、現在の車線から出口車線に変更する命令は、前の出口を通過する
とすぐに提供されてもよい。
【００７５】
　例として、ＵＫのように道路の左側を移動するユーザは、中央車線を走行していてもよ
く、所定の経路に従うために必要な特定の出口に従うために左車線を走行する必要がある
。ユーザは、１マイルの長さに延びる道路上でいずれかの段階において左車線に移ってよ
い。しかし、ユーザの現在の車線における交通量が多いため、現在の車線に対する車線速
度は、ユーザが変更しようとする車線に対する車線速度を下回る。システムは、現在の車
線に対する車線速度が少なくとも出口を過ぎるまでの道路区間において大幅に加速しない
と判定してもよい。従って、システムは、できるだけ早い機会に左車線に移るようにユー
ザに命令してもよく、すなわちユーザが車線変更する時間をより長くできるように車線移
動命令をより早く提供してもよい。
【００７６】
　いくつかの実施形態において、方法は、現在の車線の車線速度が経路に従うためにユー
ザが変更しようとする車線に対する車線速度を下回ると判定することと、ユーザが車線変
更するのに使用可能な時間を長くする車線変更命令を提供するタイミングを判定すること
とを備えてもよい。方法は、少なくとも所定の経路に従うためにユーザが車線変更しなけ
ればならない地点を過ぎるまで、現在の車線の車線速度がユーザが変更しようとする車線
の車線速度を下回ったままであると判定することを備えてもよい。従って、経路に従うた
めにユーザが出なければならない出口を過ぎるまでこのようであってもよい。方法は、現
在の車線速度がユーザが変更しようとする車線の車線速度を少なくとも所定の量だけ下回
ることを判定することを備えてもよい。従って、現在の車線速度がユーザが変更しようと
する車線の車線速度とは異なる閾値量を下回る場合。
【００７７】
　他の実施形態において、例えば、ユーザは、インターチェンジの後も直進し続けられる
ように右車線に移る必要があるが、車線変更が必要であると方向指示が提案すると即座に
これを実行するのではなく、結果として出口までは右車線の車線速度が相対的により遅い
車線速度を与えることになるため右車線における交通が出口において道路からなくなるま
で待つ方がよいと判定されてもよい。
【００７８】
　他の実施形態において、ユーザは、経路に従うために２つの出口のうちの１つを出る選
択肢を有してもよい。システムは、現在の車線に対する車線速度が第１の出口の後に大幅
に減速すると判定してもよい。方法は、第１の出口を出るために遅れずに出口車線に車線
変更するようにユーザに命令することを備えてもよい。これにより、ユーザは、第２の出
口に至る遅い走行車両を回避できるようになる。従って、これらの実施形態において、方
法は、通常より相対的に早く車線変更命令を提供することを更に備える。
【００７９】
　逆に、他の状況において、車線変更命令が通常より後で提供されるべきであると判定さ
れてもよい。例えばシステムは、ユーザが変更するように命令される車線が、トラックが
よく使用するサービスステーションからの入口車線を走行するだけで遅い速度を有すると
判定してもよい。従って、方法は、トラックが車線に合流するとユーザが変更しようとす
る車線における車線速度が加速し始めた後で初めて車線変更する命令が提供されるべきで
あると判定することを備えてもよい。



(17) JP 2017-96963 A 2017.6.1

10

20

30

40

50

【００８０】
　実施形態において、車線選択命令のタイミングは、道路区間の少なくとも一部を通る最
も迅速な移動時間を提供すると判定されたタイミングである。例えば、車線速度を顧慮す
る最も迅速な経路を提供する道路区間を通る経路が判定されてもよい。車線選択命令を提
供するタイミングは、例えばユーザが最適な時間において最も迅速な経路に従うために必
要なあらゆる車線選択を行うことを保証することにより、選択により移動時間を最短にす
るように選択されてもよい。従って、タイミングは、道路区間の少なくとも一部を通る移
動時間を最短又は短縮すると判定されたタイミングであってもよい。
【００８１】
　本発明の別の適応例は、インターチェンジ又は交差点を通過する際に車線の選択に関す
る命令を提供するタイミングを判定するためのものであってもよい。方法は、インターチ
ェンジへの入口において最高速度を有する車線及びインターチェンジの出口においてより
速い速度を有する車線を判定することと、インターチェンジの入口における最も迅速な車
線からインターチェンジの出口における最も迅速な車線までの経路を判定することとを備
えてもよい。従って、車線選択命令は、ユーザが判定された経路に従えるようにする車線
選択命令であってもよい。最も迅速な入口車線及び最も迅速な出口車線は、走行している
ナビゲーション装置により計算された経路上の車線であってもよい。
【００８２】
　他の実施形態において、車線選択命令は、必ずしもユーザが特定の経路に従う、例えば
出口を出るために必要な車線選択命令でなくてもよい。車線選択は、ユーザが好ましくは
可能な限り迅速に１つ以上の車線に影響を及ぼす事象を通過できるようにする車線選択で
あってもよい。事象は、車線の閉鎖、道路工事又は前方の事故等であってもよい。車線選
択命令は、事象による影響を受けていない車線に変更するかあるいは現在の車線が最適な
車線である場合にはこれを維持するユーザに対する命令であってもよい。一般に車線事象
は、事象に至る何らかの距離に対して車線速度に著しい影響を及ぼす。運転者が影響を受
けている車線を認識できず且つ繰り返し車線変更を試みる可能性があるため、そのような
問題は悪化する。多くの場合、より空いているように見える車線は、事象を通過するため
に更なる車線変更を必要とする影響を受けている車線である可能性がある。いくつかの実
施形態によると、車線選択は、ユーザが１つ以上の車線に影響を及ぼす事象を通過できる
ようにする選択であり、方法は、ユーザが事象を最も迅速に通過できるようにする車線選
択命令を提供するタイミングを判定することを備える。
【００８３】
　本発明の実施形態において実時間車線速度情報を使用することが好ましいが、車線にお
ける交通レベルは毎日同様のパターンに従ってもよいことが理解されるだろう。従って、
履歴車線速度情報は、一般に渋滞パターンが予測可能であってもよいために出口車線に移
動する時等の車線選択命令のタイミングを判定するために使用されてもよい。実時間情報
を使用することは、事象を通り抜けるために車線案内を提供するのに有用である。
【００８４】
　実施形態において、車線命令のタイミングは、道路区間の少なくとも一部を通る最も迅
速な経路を提供するか、ユーザが車線変更するのに使用可能な時間を長くするか、あるい
は１つ以上の車線に影響を及ぼす事象を通過した判定された最も迅速な経路の少なくとも
一部を提供すると判定される。車線選択命令は、共に最も迅速な経路を提供してもよい一
連の車線選択命令のうちの１つであってもよいことが理解されるだろう。各車線選択命令
のタイミングは、実施形態において最も迅速な経路を提供すると判定されてもよい。従っ
て、最も迅速な経路を提供することは、所定の車線選択命令のタイミングがその車線選択
と関連付けられた道路区間の一部を通る最も迅速な経路を提供するように選択されること
を意味する。
【００８５】
　車線選択命令はあらゆる形式であってもよい。例えば車線選択命令は、可聴及び／又は
視覚的であってもよい。車線選択命令は、ナビゲーション装置により提供された他のあら
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ゆるナビゲーション命令と同一の方法で提供されてもよい。方法は、ナビゲーション装置
のディスプレイに命令を表示することを備えてもよい。いくつかの実施形態において、方
法は、例えば地図向上として表示されたデジタル地図に命令を表示することを備えてもよ
い。
【００８６】
　車線選択命令のタイミングを判定するために車線速度情報に加えて他の情報が使用され
てもよいことが理解されるだろう。例えば、道路区間に対する車線使用制限に関する情報
又は道路区間に対する車線移動制限に関する情報等が考慮されてもよい。例えばいくつか
の道路区間において、第２の車線が出口車線である場合等に第１の車線から第２の車線に
移動した後に再度第１の車線に変更できなくてもよい。他の構成において、ある特定の車
線は、特にある特定の種類の車両に対して指定されてもよい。
【００８７】
　本明細書において道路インターチェンジを参照することは、あらゆる形態のインターチ
ェンジを参照することである。インターチェンジは、円形交差点、交差点又はそれらの組
合せを含んでもよい。
【００８８】
　本発明は、ナビゲーションシステムを操作する方法を提供してもよく、システムはナビ
ゲーションシステムであってもよい。
【００８９】
　本発明の原理は、あらゆる形態のナビゲーション装置に適用可能である。
【００９０】
　本発明の態様又は実施形態のいずれかによると、装置は、ユーザに対してデジタル地図
を表示するディスプレイと、デジタル地図データにアクセスし且つディスプレイを介して
ユーザに対してデジタル地図を表示させるように構成されたプロセッサと、ユーザが装置
と対話できるようにするためにユーザにより操作可能なユーザインタフェースとを備えて
もよい。プロセッサを参照することは、１つ以上のプロセッサの集合を参照することであ
ってもよい。
【００９１】
　有用である１つの特定の範囲は、ポータブルナビゲーション装置（ＰＮＤ）に関する。
従って、実施形態において、ナビゲーション装置はポータブルナビゲーション装置（ＰＮ
Ｄ）の装置である。更なる態様によると、上述の本発明の態様及び実施形態において示さ
れたナビゲーション装置は、ポータブルナビゲーション装置（ＰＮＤ）である。
【００９２】
　本発明は、一体型ナビゲーションシステムの一部として提供されるナビゲーション装置
に更に適用可能である。例えば装置は、車両搭載型の一体型ナビゲーションシステムの一
部を形成してもよい。本発明の別の態様によると、本明細書において説明されるナビゲー
ション装置は、ナビゲーションシステムの一部を形成してもよい。ナビゲーションシステ
ムは、車両搭載型の一体型ナビゲーションシステムであってもよい。
【００９３】
　実現例に関係なく、本発明に従って使用されるナビゲーション装置は、プロセッサと、
メモリと、前記メモリ内に格納されたデジタル地図データとを含んでもよい。プロセッサ
及びメモリは協働して、ソフトウェアオペレーティングシステムが確立されてもよい実行
環境を提供する。装置の機能性を制御可能にするため及び種々の他の機能を提供するため
に、１つ以上の追加のソフトウェアプログラムが提供されてもよい。本発明のナビゲーシ
ョン装置は、ＧＰＳ（全地球測位システム）信号受信／処理機能性を含むことが好ましい
。装置は、情報がユーザに中継されるようにしてもよい１つ以上の出力インタフェースを
備えてもよい。出力インタフェースは、表示装置に加えて可聴出力用スピーカを含んでも
よい。装置は、装置のオン／オフ動作又は他の特徴を制御するための１つ以上の物理ボタ
ンを含む入力インタフェースを備えてもよい。
【００９４】
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　他の実施形態において、ナビゲーション装置は、特定のナビゲーション装置の一部を形
成しない処理装置のアプリケーションにより実現されてもよい。例えば本発明は、ナビゲ
ーションソフトウェアを実行するように構成された適切なコンピュータシステムを使用し
て実現されてもよい。システムは、例えば移動電話又はラップトップである移動又はポー
タブルコンピュータシステムであってもよく、あるいはデスクトップシステムであっても
よい。
【００９５】
　本発明は、本発明の態様又は実施形態のいずれかに係る方法を実行するようにあるいは
そのような方法をナビゲーション装置に実行させるように実行可能なコンピュータ可読命
令を含むコンピュータプログラムにも適用する。
【００９６】
　上述したように、車線速度情報を判定すること及び／又は車線速度プロファイルを取得
することに含まれたステップは、本発明の実施形態のいずれかにおいて中央制御器により
実行されてもよい。中央制御器により実行されると言われたステップのいずれか又は全て
は、同一の中央制御器により全て実行されてもよい。
【００９７】
　これらの実施形態の利点は以下に記載され、これらの各実施形態の更なる詳細及び特徴
は添付の従属請求項及び以下の詳細な説明中で定義される。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
　添付の図面を参照して、本発明の教示の種々の態様及びそれらの教示を具体化する構成
を例により以下に説明する。
【図１】図１は、全地球測位システム（ＧＰＳ）を概略的に示す図である。
【図２】図２は、ナビゲーション装置を提供するように構成された電子構成要素を概略的
に示す図である。
【図３】図３は、ナビゲーション装置が無線通信チャネルを介して情報を受信してもよい
方法を概略的に示す図である。
【図４Ａ】、
【図４Ｂ】図４Ａ及び図４Ｂは、ナビゲーション装置を例示的に示す斜視図である。
【図５】図５は、複雑な道路区間の履歴車線速度プロファイルに発生する可能性のある変
動を示す図である。
【図６】図６は、左出口を含む道路区間において発生する履歴車線速度プロファイルの変
動を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００９９】
　次に、単に例として且つ図１～図６を参照して、本発明のいくつかの好適な実施形態を
説明する。図１～図４Ｂに対する説明は、種々の実施形態において本発明を理解しやすく
するために基礎的な情報を提供する。先の図５を参照して、本発明の実施形態を説明する
。
【０１００】
　特にＰＮＤを参照して、本発明の好適な実施形態を説明する。尚、本発明の教示はＰＮ
Ｄに限定されず、経路計画／ナビゲーション機能性を提供するためにナビゲーションソフ
トウェアを実行するように構成されるどんな種類の処理装置にも例外なく適用可能である
。従って、本出願において、ナビゲーション装置は、ＰＮＤ、車両に内蔵されたナビゲー
ション装置、あるいは実際は経路計画／ナビゲーションソフトウェアを実行する演算リソ
ース（デスクトップ又はポータブルパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、移動電話、あるい
はポータブルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）等）として具体化されるかに関わらず、ど
んな種類の経路計画／ナビゲーション装置も含む（それらに限定されない）ことを意図す
る。
【０１０１】
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　また、ユーザが１つの地点から別の地点にナビゲートする方法に関する命令を求めてい
るのではなく所定の場所のビューを単に提供されたい状況においても本発明の教示が有用
であることは、以下の説明から明らかとなるだろう。そのような状況において、ユーザに
より選択された「目的地」の場所は、ユーザがナビゲーションを開始したい対応する出発
地を有する必要がない。そのため、本明細書において「目的地」の場所又は実際は「目的
地」ビューを参照することは、経路の生成が必須であること、「目的地」への移動が必ず
行われること、あるいは実際は目的地の存在が対応する出発地の指定を必要とすることを
意味すると解釈されるべきではない。
【０１０２】
　上記条件を考慮すると、図１は、ナビゲーション装置により使用可能な全地球測位シス
テム（ＧＰＳ）の例を示す図である。そのようなシステムは既知であり、種々の目的で使
用される。一般に、ＧＰＳは、連続した位置、速度、時間及びいくつかの例においては無
数のユーザに対する方向情報を判定できる衛星無線を使用したナビゲーションシステムで
ある。以前はＮＡＶＳＴＡＲとして既知であったＧＰＳは、極めて正確な軌道で地球を周
回する複数の衛星を含む。これらの正確な軌道に基づいて、ＧＰＳ衛星は自身の場所を１
つ又は複数の受信ユニットに中継できる。
【０１０３】
　特にＧＰＳデータを受信する機能を備える装置がＧＰＳ衛星信号に対する無線周波数の
走査を開始すると、ＧＰＳシステムは実現される。ＧＰＳ衛星から無線信号を受信すると
、装置は、複数の種々の従来の方法のうちの１つを使用してその衛星の正確な場所を判定
する。殆どの例において、装置は、少なくとも３つの異なる衛星信号を取得するまで信号
の走査を継続する（尚、標準的な方法ではないが、２つの信号だけでも他の三角測量技術
を使用して位置を判定できる）。幾何学的三角測量を実現すると、受信機は、３つの既知
の位置を利用して、衛星に対する自身の２次元位置を判定する。これは既知の方法で行わ
れる。更に、第４の衛星信号を取得することにより、受信装置は、同一の幾何学計算によ
って既知の方法でその３次元位置を計算できる。位置及び速度データは、無数のユーザに
より連続的にリアルタイムで更新可能である。
【０１０４】
　図１に示すように、ＧＰＳシステム全体を図中符号１００で示す。複数の衛星１２０は
、地球１２４の周囲の軌道上にある。各衛星１２０の軌道は、他の衛星１２０の軌道と必
ずしも同期せず、実際には非同期である可能性が高い。ＧＰＳ受信機１４０は、種々の衛
星１２０からスペクトル拡散ＧＰＳ衛星信号１６０を受信するものとして示される。
【０１０５】
　各衛星１２０から連続的に送信されるスペクトル拡散信号１６０は、非常に正確な原子
時計を使用して達成された非常に正確な周波数標準を利用する。そのデータ信号送信１６
０の一部である各衛星１２０は、その特定の衛星１２０を示すデータストリームを送信す
る。一般に、ＧＰＳ受信機装置１４０が、ＧＰＳ受信機装置１４０に対する少なくとも３
つの衛星１２０からスペクトル拡散ＧＰＳ衛星信号１６０を取得し、三角測量によりその
２次元位置を計算することが当業者には理解される。追加の信号を取得した結果、合計４
つの衛星１２０から信号１６０を取得することになり、これによりＧＰＳ受信機装置１４
０は、既知の方法でその３次元位置を計算できる。
【０１０６】
　図２は、ブロック構成要素の形式で本発明の好適な一実施形態に係るナビゲーション装
置２００の電子構成要素の表現を示す図である。尚、ナビゲーション装置２００のブロッ
ク図は、ナビゲーション装置の全ての構成要素を含むものではなく、構成要素の多くの例
を表すだけである。
【０１０７】
　ナビゲーション装置２００は筺体（不図示）内に配置される。筐体は、入力装置２２０
及び表示画面２４０に接続されたプロセッサ２１０を含む。入力装置２２０は、キーボー
ド装置、音声入力装置、タッチパネル及び／又は情報を入力するのに利用される他のあら
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ゆる既知の入力装置を含むことができる。表示画面２４０は、例えばＬＣＤディスプレイ
等のあらゆる種類の表示画面を含むことができる。特に好適な構成において、ユーザが複
数の表示選択肢のうちの１つを選択するか又は複数の仮想ボタンのうちの１つを有効にす
るために表示画面２４０の一部分にタッチすることのみが必要であるように、入力装置２
２０及び表示画面２４０はタッチパッド又はタッチスクリーン入力を含む一体型入力表示
装置に一体化される。
【０１０８】
　ナビゲーション装置は、例えば可聴出力装置（例えば、スピーカ）である出力装置２６
０を含んでもよい。出力装置２６０がナビゲーション装置２００のユーザに対して可聴情
報を生成できるため、入力装置２４０は入力音声コマンドを受信するマイク及びソフトウ
ェアを更に含むことができることが同様に理解されるべきである。
【０１０９】
　ナビゲーション装置２００において、プロセッサ２１０は、接続２２５を介して入力装
置２２０に動作可能に接続され且つ入力装置２２０から入力情報を受信するように設定さ
れ、また、出力接続２４５を介して表示画面２４０及び出力装置２６０のうち少なくとも
一方に動作可能に接続されて出力情報を出力する。更にプロセッサ２１０は、接続２３５
を介してメモリ資源２３０に動作可能に接続され、接続２７５を介して入出力（Ｉ／Ｏ）
ポート２７０との間で情報を送受信するように更に構成される。ここで、Ｉ／Ｏポート２
７０は、ナビゲーション装置２００の外部のＩ／Ｏ装置２８０に接続可能である。メモリ
資源２３０は、たとえばランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）等の揮発性メモリや、フラッ
シュメモリ等のデジタルメモリのような不揮発性メモリを含む。外部Ｉ／Ｏ装置２８０は
、例えばイヤホン等の外部リスニング装置を含んでもよいが、これに限定されない。更に
Ｉ／Ｏ装置２８０への接続は、例えばイヤホン又はヘッドフォンへの接続のため及び／又
は移動電話への接続のためのハンズフリー動作及び／又は音声起動動作のために、カース
テレオユニット等の他のいかなる外部装置への有線接続又は無線接続であってもよい。移
動電話接続は、例えばナビゲーション装置２００とインターネット又は他のあらゆるネッ
トワークとの間のデータ接続を確立するため、並びに／あるいは例えばインターネット又
は他のネットワークを介するサーバへの接続を確立するために使用されてもよい。
【０１１０】
　図２は、接続２５５を介するプロセッサ２１０とアンテナ／受信機２５０との間の動作
可能な接続を更に示す。アンテナ／受信機２５０は、例えばＧＰＳアンテナ／受信機であ
ってもよい。図中符号２５０で示すアンテナ及び受信機は図示するために概略的に組み合
わされるが、アンテナ及び受信機は別個に配置される構成要素であってもよく、例えばア
ンテナはＧＰＳパッチアンテナ又はヘリカルアンテナであってもよいことが理解されるだ
ろう。
【０１１１】
　更に、図２に示す電子構成要素が従来の方法で電源（不図示）により電力を供給される
ことが当業者には理解されるだろう。当業者により理解されるように、図２に示す構成要
素の種々の構成が本出願の範囲内であると考えられる。例えば図２に示す構成要素は、有
線接続及び／又は無線接続等を介して互いに通信していてもよい。従って、本出願のナビ
ゲーション装置２００の範囲は、ポータブル又はハンドヘルドナビゲーション装置２００
を含む。
【０１１２】
　また、図２のポータブル又はハンドヘルドナビゲーション装置２００は、例えば自転車
、モータバイク、自動車又は船舶等の乗り物に既知の方法で接続されるか又は「ドッキン
グ」される。そのようなナビゲーション装置２００は、ポータブルナビゲーション又はハ
ンドヘルドナビゲーション用にドッキング場所から取り外し可能である。
【０１１３】
　次に図３を参照すると、ナビゲーション装置２００は、デジタル接続（例えば、既知の
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）技術を介するデジタル接続等）を確立する移動装置（不
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図示）（移動電話、ＰＤＡ及び／又は移動電話技術を有するあらゆる装置等）を介してサ
ーバ３０２との「モバイル」又は電気通信ネットワーク接続を確立してもよい。その後、
移動装置は、そのネットワークサービスプロバイダを介してサーバ３０２とのネットワー
ク接続（例えば、インターネットを介する）を確立できる。従って、「モバイル」ネット
ワーク接続は、ナビゲーション装置２００（単独で且つ／又は車両に搭載されて移動する
ため移動装置であってもよく且つ多くの場合は移動装置である）とサーバ３０２との間に
確立され、情報に対する「リアルタイム」又は少なくとも「最新」のゲートウェイを提供
する。
【０１１４】
　移動装置（サービスプロバイダを介する）とサーバ３０２等の別の装置との間のネット
ワーク接続は、例えばインターネット（ワールドワイドウェブ等）を使用して既知の方法
で確立される。これは、例えばＴＣＰ／ＩＰレイヤプロトコルを使用することを含むこと
ができる。移動装置は、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ（登録商標）、ＷＡＮ等の１つ又は複数の通信
規格を利用できる。
【０１１５】
　従って、例えば移動電話又はナビゲーション装置２００内の移動電話技術を介したデー
タ接続を介して達成されるインターネット接続が利用されてもよい。この接続に対して、
サーバ３０２とナビゲーション装置２００との間のインターネット接続が確立される。こ
れは、例えば移動電話又は他の移動装置及びＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス）接続
（ＧＰＲＳ接続はテレコムオペレータにより提供された移動装置に対する高速データ接続
であり、ＧＰＲＳはインターネットに接続する方法である）を介して行われる。
【０１１６】
　更にナビゲーション装置２００は、既知の方法で、例えば既存のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）技術を介する移動装置とのデータ接続及び最終的にはインターネット及びサー
バ３０２とのデータ接続を完成できる。ここで、データプロトコルは、例えばＧＰＲＳ、
ＧＳＭ（登録商標）規格に対するデータプロトコル規格等の１つ又は複数の規格を利用で
きる。
【０１１７】
　ナビゲーション装置２００は、ナビゲーション装置２００自体に自身の移動電話技術を
含んでもよい（例えばアンテナを含むか又はオプションとしてナビゲーション装置２００
の内蔵アンテナを使用する）。ナビゲーション装置２００内の移動電話技術は、上記で指
定したような内蔵構成要素を含むことができ且つ／又は挿入可能なカード（例えば、加入
者識別モジュール、すなわちＳＩＭカード）を含むことができ、例えば必要な移動電話技
術及び／又はアンテナにより完成される。従って、ナビゲーション装置２００内の移動電
話技術は、あらゆる移動装置と同様の方法で例えばインターネットを介してナビゲーショ
ン装置２００とサーバ３０２との間のネットワーク接続を同様に確立できる。
【０１１８】
　ＧＰＲＳ電話設定に対して、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）対応ナビゲーション装置
は、移動電話の機種、製造業者等のあらゆる範囲で正確に動作するために使用されてもよ
く、機種／製造業者別の設定は、例えばナビゲーション装置２００に格納されてもよい。
この情報に対して格納されたデータは更新可能である。
【０１１９】
　図３において、ナビゲーション装置２００は、多くの種々の構成のうちのいずれかによ
り実現される汎用通信チャネル３１８を介してサーバ３０２と通信しているものとして示
される。サーバ３０２及びナビゲーション装置２００は、通信チャネル３１８を介する接
続がサーバ３０２とナビゲーション装置２００との間に確立された時に通信できる（尚、
そのような接続は移動装置を介するデータ接続、インターネットを介するパーソナルコン
ピュータを介した直接接続等であってもよい）。
【０１２０】
　サーバ３０２は、図示されない他の構成要素に加えて、メモリ３０６に動作可能に接続
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され且つ有線又は無線接続３１４を介して大容量データ記憶装置３１２に動作可能に接続
されるプロセッサ３０４を含む。プロセッサ３０４は、送信機３０８及び受信機３１０に
動作可能に更に接続され、通信チャネル３１８を介してナビゲーション装置２００に対し
て情報を送受信する。送受信される信号は、データ、通信及び／又は他の伝播信号を含ん
でもよい。送信機３０８及び受信機３１０は、ナビゲーションシステム２００の通信設計
において使用される通信技術及び通信要件に従って選択又は設計されてもよい。尚、送信
機３０８及び受信機３１０の機能は信号送受信機に組み合わされてもよい。
【０１２１】
　サーバ３０２は、大容量記憶装置３１２に更に接続される（又は大容量記憶装置３１２
を含む）。尚、大容量記憶装置３１２は、通信リンク３１４を介してサーバ３０２に結合
されてもよい。大容量記憶装置３１２は、ナビゲーションデータ及び地図情報のストアを
含み、サーバ３０２とは別の装置であってもよく又はサーバ３０２に内蔵されてもよい。
【０１２２】
　ナビゲーション装置２００は、通信チャネル３１８を介してサーバ３０２と通信するよ
うに構成され、図２に関して上述したようなプロセッサ、メモリ等、並びに通信チャネル
３１８を介して信号及び／又はデータを送受信するための送信機３２０及び受信機３２２
を含む。尚、これらの装置は、サーバ３０２以外の装置と通信するために更に使用される
。また、送信機３２０及び受信機３２２は、ナビゲーション装置２００の通信設計におい
て使用される通信技術及び通信要件に従って選択又は設計され、送信機３２０及び受信機
３２２の機能は単一の送受信機に組み合わされてもよい。
【０１２３】
　サーバのメモリ３０６に格納されたソフトウェアは、プロセッサ３０４に対して命令を
提供し、サーバ３０２がナビゲーション装置２００にサービスを提供することを可能にす
る。サーバ３０２により提供される１つのサービスは、ナビゲーション装置２００からの
要求を処理することと、大容量データ記憶装置３１２からナビゲーション装置２００にナ
ビゲーションデータを送信することとを含む。サーバ３０２により提供される別のサービ
スは、所望のアプリケーションのために種々のアルゴリズムを使用してナビゲーションデ
ータを処理することと、それらの計算の結果をナビゲーション装置２００に送出すること
とを含む。
【０１２４】
　一般に通信チャネル３１８は、ナビゲーション装置２００及びサーバ３０２を接続する
伝播媒体又はパスを表す。サーバ３０２及びナビゲーション装置２００の双方は、通信チ
ャネルを介してデータを送信する送信機と、通信チャネルを介して送信されたデータを受
信する受信機とを含む。
【０１２５】
　通信チャネル３１８は、特定の通信技術に限定されない。また、通信チャネル３１８は
単一の通信技術に限定されない。すなわち、チャネル３１８は、種々の技術を使用するい
くつかの通信リンクを含んでもよい。例えば通信チャネル３１８は、電気通信、光通信及
び／又は電磁通信等のためにパスを提供するように構成される。従って、通信チャネル３
１８は、電気回路、ワイヤ及び同軸ケーブル等の電気導体、光ファイバケーブル、変換器
、無線周波数（ＲＦ）波、大気、空所等のうち１つ又はそれらの組み合わせを含むが、そ
れらに限定されない。更に通信チャネル３１８は、例えばルータ、中継器、バッファ、送
信機及び受信機等の中間装置を含むことができる。
【０１２６】
　例示的な一構成において、通信チャネル３１８は電話及びコンピュータネットワークを
含む。更に通信チャネル３１８は、無線周波数通信、マイクロ波周波数通信、赤外線通信
等の無線通信に対応できてもよい。また、通信チャネル３１８は衛星通信に対応できる。
【０１２７】
　通信チャネル３１８を介して送信された通信信号は、所定の通信技術に対して要求又は
要望される可能性があるような信号を含むが、それに限定されない。例えば信号は、時分
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割多元接続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、符号分割多元接続（ＣＤＭ
Ａ）、汎ヨーロッパデジタル移動通信システム（ＧＳＭ（登録商標））等のセルラ通信技
術において使用されるように構成されてもよい。デジタル信号及びアナログ信号の双方と
も、通信チャネル３１８を介して送信可能である。これらの信号は、通信技術に対して所
望されるような変調、暗号化及び／又は圧縮された信号であってもよい。
【０１２８】
　サーバ３０２は、無線チャネルを介してナビゲーション装置２００によりアクセス可能
なリモートサーバを含む。サーバ３０２は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワ
イドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）等に配置
されたネットワークサーバを含んでもよい。
【０１２９】
　サーバ３０２は、デスクトップコンピュータ又はラップトップコンピュータ等のパーソ
ナルコンピュータを含んでもよく、通信チャネル３１８は、パーソナルコンピュータとナ
ビゲーション装置２００との間に接続されたケーブルであってもよい。あるいは、パーソ
ナルコンピュータは、ナビゲーション装置２００とサーバ３０２との間に接続され、サー
バ３０２とナビゲーション装置２００との間にインターネット接続を確立してもよい。あ
るいは、移動電話又は他のハンドヘルド装置は、インターネットを介してナビゲーション
装置２００をサーバ３０２に接続するためにインターネットへの無線接続を確立してもよ
い。
【０１３０】
　ナビゲーション装置２００は、情報のダウンロードを介してサーバ３０２から情報を提
供される。情報のダウンロードは、定期的に自動更新されるか又はユーザがナビゲーショ
ン装置２００をサーバ３０２に接続した時に更新されてもよく、且つ／あるいは例えば無
線移動接続装置及びＴＣＰ／ＩＰ接続を介してサーバ３０２とナビゲーション装置２００
との間でより継続的に又はより頻繁に接続された時により動的であってもよい。多くの動
的計算に対して、サーバ３０２のプロセッサ３０４は大量の処理要求を処理するために使
用されてもよいが、ナビゲーション装置２００のプロセッサ２１０も、多くの場合にサー
バ３０２への接続とは無関係に大量の処理及び計算を処理できる。
【０１３１】
　図２において上記で示したように、ナビゲーション装置２００は、プロセッサ２１０、
入力装置２２０及び表示画面２４０を含む。入力装置２２０及び表示画面２４０は、例え
ばタッチパネル画面を介する情報の入力（直接入力、メニュー選択等を介する）及び情報
の表示の双方を可能にするために一体型入力表示装置に一体化される。そのような画面は
、当業者には周知であるようにタッチ入力ＬＣＤ画面であってもよい。更にナビゲーショ
ン装置２００は、例えばオーディオ入出力装置等のあらゆる追加の入力装置２２０及び／
又はあらゆる追加の出力装置２４１を含むことができる。
【０１３２】
　図４Ａ及び図４Ｂは、ナビゲーション装置２００を示す透視図である。図４Ａに示すよ
うに、ナビゲーション装置２００は、一体型入力表示装置２９０（例えば、タッチパネル
画面）及び図２の他の構成要素（内蔵ＧＰＳ受信機２５０、マイクロプロセッサ２１０、
電源、メモリシステム２３０等を含むがこれらに限定されない）を含むユニットであって
もよい。
【０１３３】
　ナビゲーション装置２００は、吸着カップ２９４を使用して車両のダッシュボード／窓
等に固定されてもよいアーム２９２に位置してもよい。このアーム２９２は、ナビゲーシ
ョン装置２００がドッキングされるドッキングステーションの一例である。
【０１３４】
　図４Ｂに示すように、ナビゲーション装置２００は、例えばナビゲーション装置２９２
をアーム２９２に嵌合接続することにより、ドッキングステーションのアーム２９２にド
ッキング又は接続される。ナビゲーション装置２００は、図４Ｂの矢印で示すようにアー
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ム２９２上で回転可能であってもよい。ナビゲーション装置２００とドッキングステーシ
ョンとの接続を解除するために、例えばナビゲーション装置２００上のボタンが押下され
てもよい。ナビゲーション装置をドッキングステーションに結合し且つドッキングステー
ションから分離する他の同様の適切な構成は、当業者には周知である。
【０１３５】
　本発明は、車線選択命令をナビゲーション装置のユーザに提供するタイミングを判定す
るために車線速度情報を使用することを含む。車線速度情報は、あらゆる種類であっても
よく、実時間車線速度データ又は履歴車線速度データ、あるいはそれらの組合せに基づい
ていてもよい。いくつかの実施形態において、車線速度情報は、車線速度プロファイルの
形式である。車両プローブデータに基づく車線速度プロファイルの使用を参照することに
より例示的な実施形態を説明するが、速度情報を判定するために他の種類のデータが使用
されてもよいことが更に理解されるだろう。例えば、例えばループ、カメラ等の固定のセ
ンサ等の従来の車線速度検知機器から取得されたデータが使用されてもよい。
【０１３６】
　車線速度プロファイルの例示的な使用を説明する前に、次に、車両プローブデータを使
用して履歴車線速度プロファイルの形式の車線速度情報が判定されてもよい方法に関する
いくつかの例示的な実施形態を説明する。
【０１３７】
　方法は、履歴車線速度プロファイルが導出される道路区間を識別するステップを最初に
備えてもよい。道路区間は、少なくとも２つの車線を有する少なくとも１つの車道を含む
道路区間である。車道は、単一の方向の移動に対する道路の部分を意味する。従って、両
面交通道路は、各々が１つ以上の車線を含んでもよい２つの車道を含む。道路区間の選択
はあらゆる方法で実行されてもよい。
【０１３８】
　本発明の技術は、多くの場合に渋滞しやすい道路区間に特に適用可能である。そのよう
な道路区間を識別する１つの方法は、道路区間に対する理論上の最高速度と比較して道路
区間上の交通の流れの速度を考慮することであってもよい。例えば、ＴｏｍＴｏｍのＨＤ
　Ｔｒａｆｆｉｃ（商標）データ等の交通データに基づいて道路区間に対する理論上の最
高速度の５０％以下の交通の流れの速度を有することが分かる道路区間が選択されてもよ
い。車線レベルの交通速度を考慮するのではなく、道路区間又は全体としてその車道に対
する渋滞のレベルを参照することにより、このようであってもよい。当然、混雑した道路
又はやや混雑した道路の他の定義を使用できる。混雑しやすい道路区間を考慮するのでは
なく、あるいは又は更に、道路区間は、インターチェンジ、交差点、複雑な車線構造、１
つ以上の入口又は出口、道路工事、事故多発地点、道路の合流又は分岐等、あるいは高度
な案内をナビゲーション装置のユーザに提供できる車線レベル速度情報を取得することが
有利であってもよいあらゆる道路区間を含むものとして選択されてもよい。そのような道
路区間は、多くの場合に同一方向の異なる車線間の速度プロファイルに大きな差がある道
路区間であってもよい。
【０１３９】
　選択された道路区間に対する車線プローブデータが最初に収集される。本発明のいくつ
かの好適な実施形態において、データは、中央制御器において履歴車線速度プロファイル
を取得するように処理する中央制御器において収集される。しかし、他の実施形態におい
て個々のＰＮＤでデータを収集及び／又は処理できると考えられる。データを収集及び／
又は処理する場所は重要ではない。
【０１４０】
　車両プローブデータは、例えばＧＰＳ及び／又はＧＳＭ（登録商標）プローブ収集シス
テムを使用してあらゆる適切な情報源から取得されてもよい。本出願人のＨＤ　Ｔｒａｆ
ｆｉｃ（商標）システムは、道路レベルで正確な交通の流れの情報を提供するために車両
プローブデータを使用する。本発明の実施形態において、車両プローブデータは、代わり
に車線レベルの交通の流れの情報を判定するために使用される。プローブデータの基本的
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な情報源は、種々の国々における携帯電話事業者及び適切に接続された車両を用いたナビ
ゲーション装置からのＧＰＳプローブ又は適切なセンサとの商用フリートである。
【０１４１】
　道路区間における車線に沿う個々の車両の動きに関連するプローブデータが収集される
。これは、車線毎の個々の車両プローブ追跡、すなわち車線の長さに沿う時間に対する車
両の位置を示す縦方向追跡の形式であってもよい。プローブデータは、個々の車両に対す
る正確な速度データを分解能の車線レベルで判定できるようにするのに十分な分単位のポ
イントを有するべきである。少なくとも毎秒プローブポイントを含むプローブデータを使
用することは、車両速度を正確に判定できるようにするのに適切であってもよいことが分
かっている。
【０１４２】
　道路区間に対するプローブデータは特定の時刻の間収集される。例えばデータは、特定
の履歴車線速度プロファイルを取得するために特定の日に１分の周期にわたり収集されて
もよい。他の期間中にプローブデータの追加の集合は、終日にわたる異なる時間及び曜日
毎に履歴車線速度プロファイルの集合を構築するために取得されてもよい。
【０１４３】
　個々の車両プローブ追跡を考慮することで取得された個々の車両速度は、期間に対する
平均車線速度プロファイルを取得するように集約される。車線速度プロファイルはある期
間にわたり検査されてもよい。
【０１４４】
　例えば本出願人の国際公開ＷＯ第２００９／０５３４０５号Ａ１パンフレットにおいて
説明されたように、車線速度プロファイルは、道路速度プロファイルを計算するのと同様
の方法でプローブデータを使用して計算されてもよい。
【０１４５】
　次に、車両プローブデータを使用して車線速度プロファイルを計算できる方法のいくつ
かの例を説明する。例示的な一実施形態において、道路区間にわたる車両速度が１分の周
期にわたり一定であると仮定する。車両プローブ追跡、すなわち個々の車両に対する時間
にわたりプローブ位置データにより形成された縦方向追跡は、道路区間に対する６０秒の
時間領域にわたり収集される。プローブ追跡は、プローブ追跡により示された車両速度に
基づいて異なる速度カテゴリを有するサブグループに配分されてもよい。以下に説明する
ように、サブグループは、道路区間の幅に対する追跡の位置を考慮することで異なる車線
に一致されてもよい。このように車線値毎の速度が判定されてもよい。これは、全体的な
車線速度プロファイルを取得するために車線の長さに沿って実行されてもよい。いくつか
の実施形態において、異なる車線間の速度の差又は変動が判定されてもよい。
【０１４６】
　車線レベル速度プロファイルを導出するために、どのプローブデータがどの車線に関連
するか、すなわち個々のプローブ車両が走行している車線を判定する必要があることが理
解されるだろう。これを実行する種々の方法がある。時間に対して十分なプローブポイン
トの密度を用いることにより、最大１ｍのプローブ車両に対する位置正確度を取得できる
。現在開発中のＧＮＳＳコンスタレーションは、プローブが車線と一致される精度を更に
より向上するより高いレベルの位置決め正確度を提供できると期待される。従って、道路
区間の車線構造を認識することにより、プローブ車両が属する車線を判定できる。これは
、道路区間の車線構造、すなわち各車道における車線の数及び車線の幅を示す地図データ
を参照することで実行されてもよい。
【０１４７】
　道路区間における車線の数に加え、車線幅、並びに車線の開始及び終了に関して正確で
ある地図データが使用されるべきである。本発明は、特に、非常に正確な車線構造情報が
種々の情報源から既に認識されているような高速自動車道路に適用可能である。例えばＰ
ＮＤ装置は、そのようなデータに依存して、特定の経路に従うために選択すべき車線に関
する命令をユーザに提供してもよく、例えばユーザが最終的には次のインターチェンジに
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おいて出口車線にいることを保証してもよい。先進運転支援システム（ＡＤＡＳ）の品質
マップは、そのようなレベルの正確度を種々の道路に対して提供できる。
【０１４８】
　地図データに依存して車線情報を提供するのではなく、別の技術において、車両プロー
ブデータ自体が道路区間の車線構造に関する情報を提供できる。例えばこれにより、他社
の地図データに依存せずに車線速度プロファイルを判定できるようになるだろう。これは
、道路の幅方向のプローブの分散を参照することで実行されてもよい。
【０１４９】
　履歴車線速度差プロファイルは、車線間の速度差に対して更に判定されてもよい。
【０１５０】
　計算されると、判定された履歴車線速度プロファイルは、判定されたあらゆる履歴車線
速度差プロファイルと共にデータベースに格納されてもよい。速度プロファイルは、中央
制御器により格納されてもよい。履歴車線速度プロファイルは、プロファイルを適用する
時刻及びプロファイルが関連する車線を識別する情報と併せて格納されてもよい。ナビゲ
ーション装置のユーザが遭遇すると予想されてもよい現在の状況への適度な一致を提供し
てもよいプロファイルから選択される使用可能な速度プロファイルがあることを保証する
ために、履歴車線速度プロファイルは、対象の異なる時間の範囲に対して判定されてもよ
いと考えられる。
【０１５１】
　車線レベル速度プロファイルではなく、全体として道路に対する現在の速度プロファイ
ルは、例えばＴｏｍＴｏｍ　Ｔｒａｆｆｉｃ（商標）システムにおいて週の毎日５分間隔
で判定されてもよい。同様の数の履歴車線速度プロファイルが本発明に従って導出可能で
ある。あるいは、履歴車線速度プロファイルは、渋滞がより問題になると認識される１日
のある特定の部分に対して且つ、車線毎の交通レベルを詳細な知識により更なる利点を提
供できる場合にのみ導出可能である。
【０１５２】
　車線速度プロファイルが取得されると、適切なアルゴリズムは、車線選択命令及び車線
選択命令をＰＮＤのユーザに提供するタイミングを判定するためにデータに対して実行さ
れてもよい。そのようなアルゴリズムは、個々のＰＮＤにより又は例えば中央制御器によ
り中央交通センターにおいて実行されてもよい。命令及び／又はタイミングが一元的に判
定される場合、車線推奨等の命令及び／又は車線選択命令を提供するタイミングは、ユー
ザに伝達するために個々のＰＮＤに送信されてもよい。
【０１５３】
　車両プローブデータに基づく履歴車線速度プロファイルの判定に関連する実施形態を説
明したが、上述したように、本発明は、この種の車線速度プロファイルの使用に限定され
ない。例として、履歴車両プローブデータを使用することに加えあるいはその代わりに、
実時間車両プローブデータが使用されてもよい。実時間車両プローブデータ又は履歴車両
プローブデータと実時間車両プローブデータとの混合を使用して車線速度プロファイルを
導出する方法は、同様に履歴車線速度プロファイル判定を参照することで説明された方法
に進んでもよい。車両プローブデータを使用するのではなく、あるいは少なくとも単にそ
のようなデータを使用するのではなく、他の種類の車両速度データが単独で又は車両プロ
ーブ速度データと組み合わせて使用されてもよい。
【０１５４】
　本発明によると、車線速度情報は、車線案内命令及び命令をＰＮＤのユーザに提供する
タイミングを判定するために多くの方法で使用されてもよい。
【０１５５】
　次に、車線速度プロファイルの形式の車線速度情報に関連していくつかの例を説明する
。図５及び図６は、履歴車線速度プロファイルの形式の車線速度情報を使用する例を示す
。しかし、それらは、実時間データに全体的に又は部分的に基づく車線速度プロファイル
を使用して同等に実現可能である。
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【０１５６】
　道路区間の車線間に発生してもよい速度プロファイルの大きな変動を示すために、次に
図５を参照する。これは、改善された車線レベル案内、並びに本発明に従って車線選択命
令及びそのタイミングを判定することで提供されてもよい利点を提供することが有用であ
ってもよい状況の一例を提供してもよい。
【０１５７】
　図５は、インターチェンジと、主要道路、すなわちＲＯ道路への多くの入口道路及び出
口道路とを含む道路区間を示す。この図において、右車道上の移動を仮定する。この道路
区間は、Ｇｒｏｏｔ　Ｂｉｊｇａａｒｄｅｎの領域におけるＢｒｕｓｓｅｌｓの環状道路
の一部である。
【０１５８】
　この場合の移動の方向は、矢印により概略的に示されるように図の下部から上部である
。矢印は、示されるようにＧｈｅｎｔに向けてＡ１０／Ｅ４０道路上で左折する前にＲ０
道路に沿って移動したい車両により走行されてもよい車線を通るパスを示す。
【０１５９】
　この道路区間は、車線速度に影響を及ぼす可能性のある多くの特徴を含む。図の下部か
ら出発し且つ図の下部から上部への矢印に従う移動の方向を考慮すると、領域ａ）におい
て主要道路Ｒ０に３つの車線がある。この領域において、一般的な車線速度は、左車線、
中央車線及び右車線に対してそれぞれ時速７５ｋｍ、５０ｋｍ及び時間、並びに時速１０
ｋｍであってもよい。区間ｂ）において、一般的な車線速度は、左車線、中央車線及び右
車線に対して時速６０ｋｍ、４０ｋｍ及び時間、並びに時速１０ｋｍである。区間Ｃにお
いて、左車線から右車線に向けて時速６０ｋｍ、時速５０ｋｍ、時速２０ｋｍ、時速２０
ｋｍ及び時速１０ｋｍの一般的な速度を有する５つの車線がある。
【０１６０】
　地点ｄ）の領域において、道路は分裂し、Ａ１０／Ｅ４０上で左折することになる区間
は、左車線及び右車線に対して時速６０ｋｍ及び時速１０ｋｍの一般的な車線速度を含む
２つの車線のみを有する。地点ｅ）に移動すると、この区間は、時速２０ｋｍの一般的な
車線速度を含む所望の経路に沿う１つの車線のみを含む。区間ｆ）に到達すると、車線速
度は、時速７０ｋｍに向けて再度加速する。区間ｇ）において、もう一度左から右に時速
５０ｋｍ、３０ｋｍ及び時間、並びに時速１０ｋｍの車線速度を有する３つの車線がある
。地点ｈ）において、車道は、３つの車線から２つの車線に減少し、再度障害が発生する
。
【０１６１】
　従って、図５に示された道路区間にわたり車線速度間にいくつかの大きな差があること
が分かるだろう。これらは、多くの種々の理由のために発生する。例えば地点ｅ）におい
て、遅い車線速度を含む１つの車線しかない。これは、容量が限られたＢｒｕｓｓｅｌｓ
に至る出口の直前の地点である。１つの車線がＥ４０道路に向けて継続し且つ別の車線が
Ｂｒｕｓｓｅｌｓに向かう右に向けて分岐する地点ｅ）の直後に車線が分裂することが示
されてもよい。車線が分裂すると、主要道路Ｒ０上の地点ｆ）において、車線速度は再度
加速する。領域ｈ）において、左車線が合流して消滅することで車道が３つの車線から２
つの車線に変化する時、車線における交通速度は減速する。
【０１６２】
　全体として車道に対する一般的な交通の流れのデータは、単に道路区間全体が渋滞した
ことを示すが、図５の車線レベル解析は、車道において渋滞するのは主に右車線であるこ
とを示す。一般的な車線速度の知識は、ＰＮＤを介して道路区間に沿って移動したい車両
の運転者に案内を提供するために使用されてもよい。車線速度情報は、道路区間を通る最
速の経路を提供する車線選択を判定するために使用されてもよい。
【０１６３】
　この例において、運転者は最初に地点ａ）にいる。地点ｇ）の直後にＥ４０／Ａ１０上
で左折するために、運転者は、区間ｃ）のあたりまでは車道の右側の車線にいる必要があ
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るだろう。車線速度プロファイルにより提供された車線速度情報を使用することにより、
右車線がこの区間において非常に混雑しているため、運転者が非常に早く、例えば地点ｂ
）までに右車線に移っても意味がないことは明らかである。代わりに、地点ａ）を過ぎる
まで左車線に留まり、区間ｂ）までに中央車線に移動し、且つ区間ｃ）までに左から所望
の出口に至る第３の車線に移る車線選択命令が運転者に提供されてもよい。
【０１６４】
　この例において、道路区間を通る最速の経路を提供するために、遅い右車線において移
動するのに費やされる時間の長さを短縮するために最初に左車線にいる運転者が経路に従
えるようにするために必要な車線変更を行う車線選択命令を運転者に提供するのを延期す
ることが適切であると判定される。推奨された車線選択は、図５の区間ａ）と、ｂ）と、
ｃ）との間の矢印の固定の左集合により示され、矢印の右集合は、この区間を通る区間ａ
）、ｂ）及びｃ）を通る右車線を走行することと関連付けられた非常により遅い車線速度
を示す。
【０１６５】
　この図は、ＰＮＤを介して運転者に最適な車線選択の命令を提供するタイミング、例え
ば道路区間を通る最速の経路を提供するために道路区間の車線に対する車線速度プロファ
イルに関する詳細な情報が使用されてもよい方法を示す。車線選択命令は、特定の経路に
従うのに必要な車線変更を行うユーザに対する命令であってもよい。例えばこれは、地点
ａ）において最初に左車線にいるユーザがＧｈｅｎｔに向けての適切な出口を出るために
右車線に移動する必要があるような図５に例示された場合である。他の構成において、車
線選択命令は車線に留まる命令であってよい。他の実施形態において、車線選択は、所定
の経路に従うのではなく、単により迅速に道路区間を通過するためにユーザに提供されて
もよい。
【０１６６】
　図６は、車線速度プロファイルが変動してもよい方法の別の例を示す。一般に、移動の
方向が道路の右側である国々において、慣習は、最も内側の車線、すなわち左車線が所定
の車道に対して最速となることである。いくつかの状況において、慣習通り、移動は、左
車線よりも中央車線においてより速いだろう。これは、例えばトラックが出口を出るのに
左車線にいることが必要なために左に移る場合であってもよい。出口を通過すると、左車
線はもう一度最速の車線になってもよい。車線速度プロファイルはそのような状況を示し
てもよく、それにより、より高速な移動のために改善された車線推奨を行えるようになる
。
【０１６７】
　図６に関連した例はそのような例の一例を示す図６は、ＧｈｅｎｔからＫｅｎｎｅｄｙ
トンネル（Ａｎｔｗｅｒｐ）に接近する道路区間の右車道に対する可能な車線速度プロフ
ァイルを示す。種々の車線における陰影付けの種類の差は、異なる車線における交通の流
れの相対速度を示す。図の下部から出発するこの道路区間は、主要車道において３つの車
線を含む。左出口は分岐し、最初の車道の左車線が分裂してこの出口車線を提供する。主
要車道は、右分岐において３つの車線に継続する。
【０１６８】
　通常、左車線が最速の車線となることが予想されるだろう。これは、道路の右側を移動
するための内側の車道である。しかし、左車線における交通の流れの速度は、実際には左
出口の前の領域における中央車道における交通の流れの速度より遅いことが示されてもよ
い。これは、この特定の道路区間上で遅いトラックが左出口を出る準備として左車線に移
る傾向があるためである。従って、直進の主要車道を走行したい運転者にとって、最速の
車線選択は、左車線に再度移動する前に左出口を正に通過するまで中央車線に留まること
だろう。これは、最速の移動のための好適な車線選択に従って車両の移動を示す矢印を含
む実線により示される。
【０１６９】
　この状況において、ＰＮＤは、経路に従う、例えば特定の出口に向かうのに不可欠なも
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のであるのではなく、道路区間を通る最速の移動を提供する車線選択命令を提供する。こ
の例において、ＰＮＤは、左出口を過ぎるまで中央車線から左車線に移動する車線命令を
ユーザに提供することと、車線速度プロファイルを使用してこれが適切なタイミングであ
ると判定することとを延期する。
【０１７０】
　車線選択推奨は他の要因を考慮してもよい。例えば、示された道路の区間において、左
車線と中央車線との間に不変の車線の区分線がある。従って、運転者は、左車線に移るの
が早すぎる場合に左車線に戻ることができないだろう。これは、推奨された車線選択を運
転者に提供する際に考慮されてもよい。この要因により、トラックが左出口を出る時に混
雑にはまるのを回避するために左出口の前の領域において中央車線を選択することが再度
好ましくなる。
【０１７１】
　従って、本発明に係る方法により、最速移動時間を提供するために単に左車線に留まる
（道路の右側で移動するために）よりもＰＮＤ等のナビゲーション装置を介して運転者に
更に有用な案内を提供できるようになってもよいことが示されるだろう。ＰＮＤは、車線
速度プロファイルデータ等に基づいて道路区間を通る、あるいは結果として得られる経路
に沿う又は道路区間を通る最速の移動にナビゲートされる経路に沿う車線選択を判定して
もよく、その結果、通常の状況に関する局所情報が効率的に考慮されるようになる。シス
テムは、車線変更を行う、すなわち車線変更する時又は現在の車線を維持する時等の車線
選択に関する命令をＰＮＤを介してユーザに提供する時を判定するために情報を使用する
。
【０１７２】
　本出願人は、特に出口、入口、規則及び事象がある複雑な道路区間において、異なる車
線における交通の流れの速度は、例えば合流する車線の状況、一時的な車線の閉鎖、車線
から圧力を取り除く出口、禁止場所を追い越すトラック及び一時的な車線の閉鎖等の事象
のために大幅に変動してもよい。本発明の方法により、そのような道路区間を通る移動の
速度を加速できる方法で運転者を案内できるようになる。
【０１７３】
　次に、本発明の方法の他のいくつかの適応例を説明する。
【０１７４】
　車線変更の推奨をユーザに提供することに加え又はその代わりに、現在の車線を維持す
る推奨をユーザに提供してもよい。例えばこれは、図６の例示関連した場合であってもよ
い。示された道路区間の下部に向かって、ユーザが早く左車線に移りすぎるのを防止する
ために中央車線において移動し続ける命令をユーザに提供してもよい。システムは、左出
口へのランアップにおいて左車線により混雑した区間があるという情報に基づいてそのよ
うな命令を提供するタイミングを判定してもよい。これは、運転者が最初に道路区間に入
る場合には運転者には見えない場合もある。車線に留まる命令を提供することは、交通セ
ンターにより提供される可能性のある車線に留まる現在の基本的な命令より調整され且つ
正確な方法ではあるが、渋滞波の発生の減少を助長するために更に使用されてもよい。
【０１７５】
　本発明の方法が利点となりうる状況の別の例は、ユーザが計画された経路に従うために
左出口等の所定の出口を出る必要がある場合である。車線速度情報は、運転者の現在の車
線がこの出口に到達してそれを通過するまで相対的に遅い車線速度を有する可能性が高い
ことを示してもよい。ＰＮＤは、運転者の現在の車線における相対的に遅い交通速度に起
因する問題を考慮して、運転者が車線変更する時間を最大限にするために比較的早く左車
線に移る命令を運転者に提供してもよい。
【０１７６】
　本発明の別の適応例は、インターチェンジを通過する際の車線の選択に関する命令を提
供するタイミングを判定することであってもよい。システムは、インターチェンジへの入
口において最高速度を有する車線及びインターチェンジの出口においてより速い速度を有
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する車線を判定してもよい。車線選択は、インターチェンジの入口において最も迅速な車
線からインターチェンジの出口において最も迅速な車線までの最も効率的な経路を提供す
ることを計算されてもよい。車線選択は、適切なグラフィカル図を含むＰＮＤのディスプ
レイを介してユーザに対して示されてもよい。ＰＮＤは、結果として最も効率的にインタ
ーチェンジを通過するために車線変更する時をユーザに通知してもよい。
【０１７７】
　結果として道路区間を通る最速の経路又は道路区間を含む経路に沿う最速の移動時間を
得る車線選択推奨のための命令を提供するのではなく、他の基準が考慮されてよい。これ
らの基準は、ユーザが規定した基準であってもよい。例えばユーザは、特定の速度を超え
たいと考えないこと又はより遅い車線、トラックがあまり使用しない車線等の方を好むこ
とを規定してもよい。適切な車線選択は、車線速度プロファイル及び規定された基準を満
たす必要な車線選択に関する命令を提供するために判定された適切なタイミングを使用す
るユーザに提供されてもよい。
【０１７８】
　本発明の方法及びシステムは、最適な時間に車線案内を運転者に提供することで向上し
たレベルの安全を提供してもよい。方法は、より早い段階で最適な車線を選択し且つこの
車線に留まる機能をユーザに提供することと、不必要な車線変更の回数を減少することと
、潜在的な交通の流れの改善を提供することとにより、更なる効率化を更に提供してもよ
い。これにより、運転、改善された環境上の利点を提供する燃料効率が更に改善してもよ
い。移動速度は、特定の基準に従って最適なタイミングで最適な車線選択を行う運転者に
より加速されてもよい。
【０１７９】
　車線選択命令は、例えば可聴又は視覚の種類の命令を使用してあらゆる方法でＰＮＤを
介してユーザに提供されてもよい。車線選択案内は、適切な目的地に到達するためのイン
ターチェンジにおける車線の選択に関する現在与えられている案内に類似してもよい。
【０１８０】
　ＰＮＤナビゲーション装置に関連して本発明を説明したが、本発明は、一体型車載搭載
型のナビゲーションシステム等を含む他の種類のナビゲーション装置を介して案内を提供
するのに同等に適用可能であることが理解されるだろう。
【０１８１】
　好適な実施形態において、車線速度プロファイル等の車線速度情報は、中央制御器によ
り導出される。車線案内命令のタイミングは、ナビゲーション装置及び／又は中央制御器
により判定されてもよい。車線案内命令は、ナビゲーション装置により生成されてもよい
。
【０１８２】
　車線は、単一の列の車両により使用されることを意図する道路の車道の一部である。一
般に道路は、各方向に移動するための少なくとも２つの車道を有する。主要道路は、各々
が多数の車線を有してもよい中央分離帯により分離された２つ以上の車道を有してもよい
。車線変更は、移動を追い越す間に行われるか、あるいは例えば出口車線を走行する等の
所定の経路に従うために行われてもよい。車線の使用法は、世界の種々の領域において異
なる。例えば大陸側欧州において、左側の車線は最速の車線であることを意図し、通常、
左側のより遅い車両を追い越して行くことで追い越しが行われる。移動が移動の所定の方
向に対して左車道上にあるＵＫでは逆が当てはまる。ＵＳにおいて、運転者は所定の車線
に留まるべきであり、これは左車線が必ずしも最速ではないことを意味する。本発明の車
線案内は、地域の車線の使用法、規則又は慣習に依存して種々の領域において種々の目的
のために使用されてもよい。
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【手続補正書】
【提出日】平成29年1月23日(2017.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動の所定の方向に対する車線である、多車線道路区間の複数の個別の車線の各々に対
する車線速度情報を判定することと、
　ナビゲーション装置のユーザに車線選択命令を提供するタイミングを判定するために前
記車線速度情報を使用することと、
　を備えることを特徴とする方法。
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